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(57)【要約】
　ノードがエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベルを調整
することを可能にすることによって、スループットおよ
びＰＥＲのようなネットワーク性能を向上させるための
方法、システム、およびデバイスが説明される。例えば
、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法は、第１のノ
ードによって、第１のノードに関するメトリックに少な
くとも部分的に基づいて無線ネットワークの第２のノー
ドに関するＥＤしきいレベルを決定することを含む。方
法はまた、第１のノードから第２のノードに、決定され
たＥＤしきいレベルを示すＥＤレベル設定要素をシグナ
リングすることを含み得る。別の例において、方法は、
第１のノードによって、無線ネットワーク内の１つまた
は複数のノードに第１のノードのＥＤレベル調整能力を
シグナリングすることを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法であって、
　第１のノードによって、前記第１のノードに関するメトリックに少なくとも部分的に基
づいて無線ネットワークの第２のノードに関するエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベルを
決定することと、
　前記第１のノードから前記第２のノードに、前記決定されたＥＤしきいレベルを示すＥ
Ｄレベル設定要素をシグナリングすることと、を備える、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のた
めの方法。
【請求項２】
　前記第１のノードおよび前記第２のノードのうちの少なくとも１つによって、前記無線
ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノードおよび前記第２のノードの
うちの少なくとも１つのＥＤレベル調整能力をシグナリングすることをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のノードに関する前記ＥＤしきいレベルを決定することは、
　前記第１のノードによって、ノードのグループに関する前記ＥＤしきいレベルを決定す
ることをさらに備え、ここにおいて、前記第２のノードは、ノードの前記グループの一部
であり、およびここにおいて、前記ＥＤレベル設定要素は、ノードの前記グループを特定
するグループインジケータをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のノードに関する前記ＥＤしきいレベルを決定することは、
　前記第１のノードによって、前記第１のノードからの受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）に
関するデシベル（ｄＢ）の量として前記第２のノードに関する前記ＥＤしきいレベルを決
定することをさらに備え、ここにおいて、前記ＲＳＳＩは、前記ＥＤレベル設定要素を搬
送する前記フレームまたは前記第１のノードからのいずれかのフレームによって決定され
ることができる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＥＤレベル設定要素を搬送するフレームまたは前記第１のノードによって送信され
た別のフレームのうちの１つから受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）を決定することをさらに
備え、
　ここにおいて、前記ＥＤレベル設定要素をシグナリングすることは、前記第２のノード
の前記ＥＤしきいレベルを前記ＲＳＳＩに関するデシベル（ｄＢ）の量だけ調整するよう
に前記第２のノードに命令するために前記ＲＳＳＩに関するｄＢの前記量をシグナリング
することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整を実行するためのタイム
スケジュールをシグナリングすることをさらに備え、ここにおいて、前記タイムスケジュ
ールは、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ継続時間または周期的な
時間ウィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間、期間、および期間の数のい
ずれかを特定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　範囲しきい値をシグナリングすることをさらに備え、ここおいて、前記範囲しきい値内
にある追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように命令され、ここにおいて、前
記範囲しきい値は、
　前記第１のノードからの地理上の半径、および、
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　前記第１のノードからのホップカウントしきい値、
のうちの１つまたは両方を特定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＥＤレベル設定要素は、ユニキャストまたはマルチキャストフレーム内で受信され
た前記ＥＤレベル設定要素に応答してブロードキャスト無視継続時間の間ブロードキャス
トフレーム内の前記ＥＤレベル設定要素を無視するように前記第２のノードに命令する前
記ブロードキャスト無視継続時間をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のノードにおいて、前記無線ネットワーク内の他のノードからメトリックを収
集することをさらに備え、ここにおいて、前記ＥＤしきいレベルを決定することは、前記
他のノードから収集された前記メトリックに少なくとも部分的に基づく、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のノードによって、前記無線ネットワーク内の前記他のノードのしきい数が干
渉を受けるときに前記他のノードに前記ＥＤしきいレベルを適用することをさらに備える
、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のノードによって、前記無線ネットワークのアクセスポイントのすべてのサー
ビスが提供されるノードに関する共通のＥＤしきいレベルを調整するように前記アクセス
ポイントに命令する前記ＥＤレベル設定要素を前記アクセスポイントに送信することをさ
らに備える、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アクセスポイントによって、前記無線ネットワーク内の他のアクセスポイントに前
記ＥＤレベル設定要素を転送することをさらに備える、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＥＤレベル設定要素は、第１のＥＤレベル設定要素であり、
　前記第２のノードを含む基本サービスセット（ＢＳＳ）内の全ノードを少なくとも２つ
のグループに分類することと、
　各グループに関する異なるＥＤしきいレベルを決定することと、
　前記ＢＳＳにサービスを提供するアクセスポイントに各グループに関する前記異なるＥ
Ｄしきいレベルを示す第２のＥＤレベル設定要素をシグナリングすることと、さらに備え
る、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２のノードを含む前記ＢＳＳ内の全ノードを少なくとも２つのグループに分類す
ることは、
　前記ＢＳＳ内の各ノードに関して、前記ノードの性能メトリックがしきい値を超えるか
どうかを決定すること、ここにおいて、前記性能メトリックは、前記ノードのスループッ
ト、前記ノードのパケット誤り率、アクセス遅延、再試行率、パケットレイテンシー、前
記ノードとサービスを提供するアクセスポイントとの間の信号強度のうちの少なくとも１
つを含む、と、
　前記しきい値を超える前記性能メトリックを有する各ノードを第１のグループに分類す
ることと、
　前記しきい値を下回る前記性能メトリックを有する各ノードを第２のグループに分類す
ることと、をさらに備える、
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　請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＢＳＳ内の全ノードを分類することは、
　前記無線ネットワーク内の全アクセスポイント間での共通の取り決めに基づいて前記Ｂ
ＳＳ内の各ノードを分類すること、をさらに備える、
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ノードの前記グループに基づいて前記ノードの各々に専用リソースを割り振ること
、ここにおいて、前記専用リソースは、前記無線ネットワーク内の全アクセスポイント間
での共通の取り決めに基づいて割り振られる、と、
　前記グループに関するＥＤレベル設定要素を介して前記グループに前記専用リソースを
シグナリングすることと、をさらに備える、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のノードによって、近隣ノードに関する干渉状態を決定すること、ここにおい
て、前記干渉状態は、近隣ノードが前記第１のノードの受信機に対する干渉物であるかど
うかを含む、と、
　前記干渉状態に少なくとも部分的に基づいて前記ＥＤしきいレベルに合わせて前記少な
くとも１つ近隣ノードの前記ＥＤしきいレベルを調整するために、前記第１のノードによ
って、前記近隣ノードのうちの少なくとも１つに前記ＥＤレベル設定要素を送信すること
と、をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のためのデバイスであって、
　無線ネットワークの第１のノードのメトリックに少なくとも部分的に基づいて前記第１
のノードに関するエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベルを決定するためのＥＤレベル決定
ユニットと、
　前記決定されたＥＤしきいレベルを示すＥＤレベル設定要素をシグナリングするための
送信機と、を備える、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のためのデバイス。
【請求項１９】
　前記無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノードのＥＤレベル調
整能力をシグナリングするための前記送信機をさらに備える、
　請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２０】
　ノードのグループに関するＥＤしきいレベルを決定するための前記ＥＤレベル決定ユニ
ット、ここにおいて、前記第１のノードは、ノードの前記グループの一部である、と、
　ノードの前記グループを特定するグループインジケータをさらに備える前記ＥＤレベル
設定要素をシグナリングするための前記送信機と、をさらに備える、
　請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整を実行するためのタイム
スケジュールを決定するためのスケジューラ、ここにおいて、前記タイムスケジュールは
、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ継続時間または周期的な時間ウ
ィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間、期間、および期間の数のいずれか
を特定する、と、
　前記タイムスケジュールをシグナリングするための前記送信機と、をさらに備える、
　請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記第１のノードからの地理上の半径および前記第１のノードからのホップカウントし
きい値のうちの１つを決定するための範囲検出器、ここにおいて、前記範囲しきい値内に
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ある追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように命令される、と、
　ユニキャストまたはマルチキャストフレーム内で受信された前記ＥＤレベル設定要素に
応答してブロードキャスト無視継続時間の間ブロードキャストフレーム内の前記ＥＤレベ
ル設定要素を無視するように前記第１のノードに命令する前記ブロードキャスト無視継続
時間を決定するためのスケジューラと、
　前記ブロードキャスト無視継続時間および前記範囲しきい値を送信するための前記送信
機と、

　前記無線ネットワーク内の他のノードからメトリックを収集し、前記メトリックを解析
し、および前記ＥＤレベル決定ユニットに前記メトリックを提供するためのメトリック解
析器と、
　前記メトリックに少なくとも部分的に基づいて前記ＥＤしきいレベルをさらに決定する
ための前記ＥＤレベル決定ユニットと、をさらに備える、
　請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２３】
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的通信状態にあるメモリと、
　前記メモリに格納された命令と、を備え、ここにおいて、前記命令は、
　メトリックに少なくとも部分的に基づいて無線ネットワークのノードに関するエネルギ
ー検出（ＥＤ）しきいレベルを決定し、および、
　前記決定されたＥＤしきいレベルを示すＥＤレベル設定要素をシグナリングするために
前記プロセッサによって実行可能である、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための装置。
【請求項２４】
　前記命令は、
　前記無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードにＥＤレベル調整能力をシグナリン
グするために前記プロセッサによって実行可能である、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記命令は、
　範囲しきい値をシグナリングするために前記プロセッサによって実行可能であり、ここ
おいて、前記範囲しきい値内にある追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように
命令され、ここにおいて、前記範囲しきい値は、
　前記第１のノードからの地理上の半径、および、
　前記第１のノードからのホップカウントしきい値、
のうちの１つまたは両方を特定する、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記命令は、
　前記無線ネットワークのアクセスポイントのすべてのサービスが提供されるノードに関
する共通のＥＤしきいレベルを調整するように前記アクセスポイントに命令する前記ＥＤ
レベル設定要素を前記アクセスポイントにシグナリングするために前記プロセッサによっ
て実行可能である、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２７】
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法であって、
　第１のノードによって、無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノ
ードのエネルギー検出（ＥＤ）レベル調整能力をシグナリングすることを備える、Ｗｉ－
Ｆｉワイヤレス通信のための方法。
【請求項２８】
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　前記第１のノードによって、共通のＥＤしきいレベルを特定する第１のＥＤレベル設定
要素を受信することと、
　前記第１のノードによって、前記共通のＥＤしきいレベルに合わせてＥＤしきいレベル
を調整することと、をさらに備える、
　請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記共通のＥＤしきいレベルが適用される範囲しきい値を決定することと、
　前記第１のノードが前記範囲しきい値内にあるかどうかを決定することと、をさらに備
え、
　ここにおいて、前記共通のＥＤしきいレベルに合わせて前記ＥＤしきいレベルを調整す
ることは、前記第１のノードが前記範囲しきい値内にあるとの前記決定に基づく、
　請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１のＥＤレベル設定要素からブロードキャスト無視継続時間を決定することをさ
らに備え、ここにおいて、前記ブロードキャスト無視継続時間は、前記ブロードキャスト
無視継続時間中に前記第１のノードにおいて受信されるブロードキャストフレーム内の第
２のＥＤレベル設定要素を無視するように前記第１のノードに命令する、
　請求項２８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　[0001]本特許出願は、本明細書の譲受人に譲渡され、２０１４年１０月１６日に出願さ
れ、「Techniques for Energy Detection Level Adjustments」と題し、Ｚｈｏｕ、等に
よる、米国特許出願第１４／５１６，３２３号に対する優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]以下は、概して、ワイヤレス通信に関し、より具体的には、エネルギー検出レベ
ルを調整することに関する。ワイヤレス通信システムは、音声、映像、パケットデータ、
メッセージング、ブロードキャスト、などのような様々なタイプの通信コンテンツを提供
するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（例
えば、時間、周波数、および電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポ
ートすることが可能な多元接続システムであり得る。
【０００３】
　[0003]概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が、複数のモバイルデバイス
のための通信を同時にサポートする、幾つかのアクセスポイントまたは局を含み得る。局
は、下流および上流リンク上でモバイルデバイスと通信し得る。局は、カバレッジ範囲を
有し得、それは、セルのカバレッジエリアと呼ばれ得る。Ｗｉ－Ｆｉシステムでは、局は
、送信する前にクリアチャネル評価を実行し得、それは、チャネル内のエネルギーの総量
を検出することから成り得る。チャネル内のエネルギーがしきいレベルを上回る場合、局
は、のちの時間まで送信することを控え得る。このエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベル
は、固定された値に設定され得る。この固定されたレベルは、スループットまたはパケッ
ト誤り率（ＰＥＲ）の点で無線ネットワークの最高の性能をもたらし得ない。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]説明される特徴は、概して、エネルギー検出しきいレベルを調整するための１つ
または複数の改良されたシステム、方法、および／または装置に関する。例えば、Ｗｉ－
Ｆｉネットワークのようなワイヤレス通信ネットワークは、調整可能なエネルギー検出し
きい値を有するノード（例えば、アクセスポイントまたは局）のようなデバイスを含み得
る。ワイヤレス通信ネットワーク内の１つまたは複数のノードは、干渉を低減させるため
にエネルギー検出（ＥＤ）しきい値を調整し得る。ＥＤしきい値をより高くまたはより低
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くなるように調整することは、それぞれ、チャネル内により多くのまたはより少ないエネ
ルギーが存在するときに送信することをノードに行わせ得る。ノードは、そのノードまた
はワイヤレス通信ネットワーク内の他のノードから収集された１つまたは複数のメトリッ
クに少なくとも部分的に基づいて採用すべき新しいＥＤしきいレベルを決定し得る。ノー
ドは、本明細書では「ＥＤレベル設定要素」と呼ばれる新しいシグナリング要素内でＥＤ
しきいレベルをシグナリングし得る。ＥＤしきいレベルは、ネットワーク状態に基づいて
動的に調整され得る。
【０００５】
　[0005]第１の組の例示的な例において、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法が説明
される。一構成において、方法は、第１のノードによって、第１のノードに関するメトリ
ックに少なくとも部分的に基づいて無線ネットワークの第２のノードに関するＥＤしきい
レベルを決定することを含む。方法はまた、第１のノードから第２のノードに、決定され
たＥＤしきいレベルを示すＥＤレベル設定要素をシグナリングすることを含む。
【０００６】
　[0006]方法はまた、第２のノードによって、無線ネットワーク内の１つまたは複数のノ
ードに第２のノードのＥＤレベル調整能力をシグナリングすることを含み得る。幾つかの
例において、第２のノードに関するＥＤしきいレベルを決定することは、第１のノードに
よって、ノードのグループに関するＥＤしきいレベルを決定することをさらに含み、ここ
において、第２のノードは、ノードのグループの一部であり、および、ここにおいて、Ｅ
Ｄレベル設定要素は、ノードのグループを特定するグループインジケータをさらに備える
。一例において、ＥＤレベル設定要素をシグナリングすることは、プライマリチャネルお
よび少なくとも１つのセカンダリチャネル上でＥＤレベル設定要素をシグナリングするこ
とをさらに含む。
【０００７】
　[0007]幾つかの例において、第２のノードに関するＥＤしきいレベルを決定することは
また、第１のノードによって、第１のノードからの受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）に関す
るｄＢの量として第２のノードに関するＥＤしきいレベルを決定することを含み得、ここ
において、ＲＳＳＩは、ＥＤレベル設定要素を搬送するフレームまたは第１のノードから
のいずれかのフレームによって決定されることができる。方法はまた、ＥＤレベル設定要
素を搬送するフレームまたは第１のノードによって送信された別のフレームのうちの１つ
からＲＳＳＩを決定することを含み得、ここにおいて、ＥＤレベル設定要素をシグナリン
グすることは、第２のノードのＥＤしきいレベルをＲＳＳＩに関するｄＢの量だけ調整す
るように第２のノードに命令するためにｄＢの量をシグナリングすることをさらに備える
。
【０００８】
　[0008]他の例において、方法は、決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル
調整を実行するためのタイムスケジュールをシグナリングすることを含む。幾つかの例に
おいて、タイムスケジュールは、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ
継続時間、または、周期的な時間ウィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間
、期間、および期間の数、のいずれかを特定する。
【０００９】
　[0009]別の例において、方法はまた、範囲しきい値をシグナリングすることを含み、こ
こにおいて、範囲しきい値内にある追加のノードは、ＥＤしきいレベルに従うように命令
され、ここにおいて、範囲しきい値は、第１のノードからの地理上の半径および第１のノ
ードからのホップカウントしきい値のうちの１つまたは両方を特定する。
【００１０】
　[0010]方法の幾つかの例において、ＥＤレベル設定要素は、ユニキャストまたはマルチ
キャストフレーム内で受信されたＥＤレベル設定要素に応答してブロードキャスト無視継
続時間の間ブロードキャストフレーム内のＥＤレベル設定要素を無視するように第２のノ
ードに命令するブロードキャスト無視継続時間をさらに含む。
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【００１１】
　[0011]別の例において、方法は、第１のノードにおいて、無線ネットワーク内の他のノ
ードからメトリックを収集することを含み、ここにおいて、ＥＤしきいレベルを決定する
ことは、他のノードから収集されたメトリックに少なくとも部分的に基づく。方法は、第
１のノードによって、無線ネットワーク内の他のノードのしきい数が干渉を受けるときに
他のノードにＥＤしきいレベルを適用することをさらに含み得る。方法の例はまた、第１
のノードによって、無線ネットワークのアクセスポイントのすべてのサービスが提供され
るノードに関して共通のＥＤしきいレベルを調整するようにアクセスポイントに命令する
ＥＤレベル設定要素をアクセスポイントに送信することを含み得る。さらなる例において
、方法は、アクセスポイントによって、無線ネットワーク内の他のアクセスポイントにＥ
Ｄレベル設定要素を転送することを含む。
【００１２】
　[0012]方法の別の例は、近隣ノードに関する干渉状態に少なくとも部分的に基づいてＥ
Ｄしきいレベルに合わせて少なくとも１つ近隣ノードのＥＤしきいレベルを調整するため
に、第１のノードによって、干渉状態を決定することと、第１のノードによって、近隣ノ
ードのうちの少なくとも１つにＥＤレベル設定要素を送信することと、を含む。
【００１３】
　[0013]方法の別の例において、ＥＤレベル設定要素は、第１のＥＤレベル設定要素であ
り、第２のノードを含む基本サービスセット（ＢＳＳ）内の全ノードを少なくとも２つの
グループに分類することと、各グループに関する異なるＥＤしきいレベルを決定すること
と、ＢＳＳにサービスを提供するアクセスポイントに各グループに関する異なるＥＤしき
いレベルを示す第２のＥＤレベル設定要素をシグナリングすることと、をさらに備える。
幾つかの例において、第２のノードを含むＢＳＳ内の全ノードを少なくとも２つのグルー
プに分類することは、ＢＳＳ内の各ノードに関して、ノードの性能メトリックがしきい値
を超えるかどうかを決定することをさらに含み、ここにおいて、性能メトリックは、ノー
ドのスループット、ノードのパケット誤り率、アクセス遅延、再試行率、パケットレイテ
ンシー、ノードとサービスを提供するＡＰとの間の信号強度のうちの少なくとも１つを含
む。第２のノードを含むＢＳＳ内の全ノードを少なくとも２つのグループに分類すること
は、しきい値を超える性能メトリックを有する各ノードを第１のグループに分類すること
と、しきい値を下回る性能メトリックを有する各ノードを第２のグループに分類すること
と、をさらに含み得る。さらに、ＢＳＳ内の全ノードを分類することは、無線ネットワー
ク内の全アクセスポイント間での共通の取り決めに基づいてＢＳＳ内の各ノードを分類す
ることをさらに含み得る。
【００１４】
　[0014]別の例において、方法は、ノードのグループに基づいてノードの各々に専用リソ
ースを割り振ることをさらに含み得、ここにおいて、専用リソースは、無線ネットワーク
内の全アクセスポイント間での共通の取り決めに基づいて割り振られる。方法は、グルー
プに関するＥＤレベル設定要素を介してグループに専用リソースをシグナリングすること
をさらに含み得る。
【００１５】
　[0015]第２の組の例示的な例において、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のためのデバイスが
説明される。一構成において、デバイスは、無線ネットワークの第１のノードのメトリッ
クに少なくとも部分的に基づいて第１のノードに関するＥＤしきいレベルを決定するため
のＥＤレベル決定ユニットを含み得る。デバイスは、決定されたＥＤしきいレベルを示す
ＥＤレベル設定要素をシグナリングするための送信機をさらに含み得る。
【００１６】
　[0016]第３の組の例示的な例において、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための装置が説明
される。一構成において、装置は、プロセッサと、プロセッサと電子的通信状態にあるメ
モリと、メモリに格納された命令と、を含み得る。命令は、メトリックに少なくとも部分
的に基づいて無線ネットワークのノードに関するＥＤしきいレベルを決定するためにプロ
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セッサによって実行可能である。命令は、決定されたＥＤしきいレベルを示すＥＤレベル
設定要素をシグナリングするためにプロセッサによってさらに実行可能である。
【００１７】
　[0017]第４の組の例示的な例において、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法が説明
される。一構成において、方法は、第１のノードによって、無線ネットワーク内の１つま
たは複数のノードに第１のノードのＥＤレベル調整能力をシグナリングすることを含む。
方法はまた、第１のノードによって、共通のＥＤしきいレベルを特定する第１のＥＤレベ
ル設定要素を受信することと、第１のノードによって、共通のＥＤしきいレベルに合わせ
てＥＤしきいレベルを調整することと、を含み得る。
【００１８】
　[0018]別の例において、方法は、共通のＥＤしきいレベルが適用される範囲しきい値を
決定することを含む。方法はまた、第１のノードが範囲しきい値内にあるかどうかを決定
することを含み得、ここにおいて、共通のＥＤしきいレベルに合わせてＥＤしきいレベル
を調整することは、第１のノードが範囲しきい値内にあるという決定に基づく。方法の別
の例において、方法は、第１のＥＤレベル設定要素からブロードキャスト無視継続時間を
決定することを含み、ここにおいて、ブロードキャスト無視継続時間は、ブロードキャス
ト無視継続時間中に第１のノードにおいて受信されるブロードキャストフレーム内の第２
のＥＤレベル設定要素を無視するように第１のノードに命令する。
【００１９】
　[0019]上記は、後続する詳細な説明がより良く理解され得るようにするために本開示に
よる例の特徴および技術的利点をかなりおおまかに概説したものである。追加の特徴およ
び利点が以下において説明される。開示される概念および具体例は、本開示の同じ目的を
実行するために他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そ
のような同等の構造は、添付された請求項の範囲から逸脱するものではない。本明細書に
おいて開示される概念の特徴、それらの構成および動作の方法の両方は、関連する利点と
ともに、添付される図に関連させて検討されたときに以下の説明からより良く理解される
であろう。それらの図の各々は、例示および説明のみを目的として提供され、請求項の範
囲の限界の設定として提供されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
　[0020]以下の図面の参照によって本開示の性質および利点のさらなる理解が実現され得
る。添付される図において、同様のコンポーネントまたは特徴は、同じ参照ラベルを有し
得る。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントは、ダッシュおよび同様のコンポーネ
ントを区別する第２のラベルが参照ラベルに後続することによって区別され得る。第１の
参照ラベルのみが明細書において使用される場合は、説明は、第２の参照ラベルにかかわ
らず同じ第１の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのうちの任意の１つに適用可能
である。
【図１】[0021]　図１は、ワイヤレス通信システムのブロック図を示す。
【図２】[0022]　図２は、中央集中型のエネルギー検出レベル調整を実行するためのワイ
ヤレス通信システム例のフロー図を示す。
【図３】[0023]　図３は、同調型のエネルギー検出レベル調整を実行するためのワイヤレ
ス通信システム例のフロー図を示す。
【図４】[0024]　図４は、選択的エネルギー検出レベル調整を実行するためのワイヤレス
通信システム例のフロー図を示す。
【図５】[0025]　図５は、エネルギー検出レベル設定要素の例の概念図を示す。
【図６】[0026]　図６は、マルチグループエネルギー検出レベル設定要素の例の概念図を
示す。
【図７】[0027]　図７は、ワイヤレス通信における使用のための装置の例のブロック図を
示す。
【図８】[0028]　図８は、ワイヤレス通信における使用のための装置の別の例のブロック
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図を示す。
【図９】[0029]　図９は、ワイヤレス通信における使用のためのアクセスポイントの例の
ブロック図を示す。
【図１０】[0030]　図１０は、ワイヤレス通信における使用のための装置の例のブロック
図を示す。
【図１１】[0031]　図１１は、ワイヤレス通信のために無線局で使用される装置の例のブ
ロック図を示す。
【図１２】[0032]　図１２は、ワイヤレス通信における使用のための局の例のブロック図
を示す。
【図１３】[0033]　図１３は、エネルギー検出レベルを決定およびシグナリングするため
の方法のフローチャートである。
【図１４】[0034]　図１４は、ワイヤレス通信システムにおいて１つまたは複数のエネル
ギー検出レベルを調整するための方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　[0035]ワイヤレス通信システムにおけるエネルギー検出しきい値の調整およびシグナリ
ングが説明される。Ｗｉ－Ｆｉシステムのようなワイヤレス通信システムにおいて、送信
する前に、ノードは、チャネル内のエネルギーの総量を検出することから成るクリアチャ
ネル評価を実行し得る。局は、チャネル内で検出されたエネルギーがＥＤしきいレベルを
下回るときに送信し得る。本明細書において説明される例では、エネルギー検出（ＥＤ）
しきいレベルは、動的に調整可能である。ＥＤレベルは、干渉を低減させ、スループット
を向上させ、またはパケット誤り率を向上させるために動的に調整され得る。
【００２２】
　[0036]いずれのＥＤレベルをＥＤしきいレベルとして設定すべきかを決定するために、
ワイヤレス通信ネットワークの１つまたは複数のメトリックが収集および解析され得る。
メトリックは、ノードによって経験された干渉に関連され得る。ノードまたはアクセスポ
イントは、メトリックに基づいてノードが多大に干渉を受けているかどうかを決定し得る
。例えば、ノードは、報告されたＰＥＲが推定された干渉のないＰＥＲよりも大幅に高い
場合に干渉を受けていると決定され得る。別の例において、ノードは、物理層コンバージ
ェンスプロシージャ（ＰＬＣＰ）プロトコルデータユニット（ＰＰＤＵ）が中間に（例え
ば、プリアンブル後に）干渉によって頻繁に影響を受ける場合に干渉を受けていると決定
され得る。
【００２３】
　[0037]本明細書において説明される技法はまた、ＥＤしきいレベルをシグナリングする
ための異なる選択肢を提供する。例えば、ノードは、ワイヤレス通信ネットワークの他の
ノードに調整されたＥＤしきいレベルをシグナリングし得る。ノードは、「ＥＤレベル設
定要素」内で調整されたＥＤしきいレベルをシグナリングし得る。ＥＤレベル設定要素は
、シグナリングノードを含み得るまたは含み得ない１つまたは複数のノードがそれらのし
きいレベルとして設定したまたは設定するように命令された新しいＥＤしきいレベルを特
定し得る。ノードはまた、それらのＥＤしきい値を調整するためのノードのグループ、Ｅ
Ｄしきいレベルを調整するためのタイムスケジュール、範囲しきい値、およびブロードキ
ャスト無視継続時間のような、ＥＤしきいレベルを調整することに関連する追加情報をシ
グナリングし得る。この追加情報は、ＥＤレベル設定要素内に含められ得、または、別個
の要素内でシグナリングされ得る。
【００２４】
　[0038]この開示はまた、ＥＤレベル調整のための幾つかの異なる方法について説明する
。一例において、共通のＥＤレベル調整が説明される。共通のＥＤレベル調整は、中央集
中方式または同調方式で実行され得る。中央集中型の調整では、中心ノードが、ネットワ
ーク内の他のノードからメトリックを収集して共通のＥＤしきいレベルを決定し得る。中
心ノードは、共通のＥＤしきいレベルに合わせて調整するように他のノードにシグナリン
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グし得る。同調型の調整では、アクセスポイントは、アクセスポイントの基本サービスセ
ット（ＢＳＳ）内のある数のノードが干渉を受ける場合にネットワーク全体にわたってＥ
Ｄしきいレベルを調整し得る。別の例において、選択的ＥＤレベル調整について説明され
る。選択的ＥＤレベル調整は、干渉を受けている１つまたは複数のノードと干渉を引き起
こしている１つまたは複数のノードとの間で同調され得る。
【００２５】
　[0039]最初に図１を参照し、ワイヤレス通信システム１００のブロック図が示される。
ワイヤレス通信システム１００は、ＷＬＡＮネットワークの例であり得る。ＷＬＡＮネッ
トワークは、１つまたは複数のアクセスポイント（ＡＰ）１０５と、１つまたは複数の無
線デバイスまたは局（ＳＴＡ）１１０と、中心ノード１３０と、を含み得る。２つのＡＰ
１０５のみが示されているが、ＷＬＡＮネットワークは、３つ以上のＡＰ１０５を有し得
る。移動局（ＭＳ）、局、ノード、モバイルデバイス、アクセス端末（ＡＴ）、ユーザ機
器（ＵＥ）、加入者局（ＳＳ）、または加入者ユニットとも呼ばれ得る無線局１１０の各
々は、通信リンク１１５を介してＡＰ１０５と関連および通信し得る。各ＡＰ１０５は、
地理上のカバレッジエリア１２５を有し、従って、そのエリア内の無線局１１０は、典型
的にはＡＰ１０５と通信することができる。無線局１１０は、地理上のカバレッジエリア
１２５全体にわたって分散され得る。各無線局１１０は、静止型または移動型であり得る
。ＡＰ１０５は、バックホールリンク１３４を通じて中心ノード１３０とインタフェース
する。ＡＰ１０５は、中心ノード１３０の制御下で動作し得る。様々な例において、ＡＰ
１０５は、直接または（例えば、中心ノード１３０を通じて）間接的に、有線または無線
通信リンクであり得るバックホールリンク１３４を通じて互いと通信し得る。本明細書に
おいて使用される場合、用語「ノード」は、ＡＰ１０５または無線局１１０のいずれにも
適用し得る。
【００２６】
　[0040]無線局１１０－ａのような無線局１１０は、２つ以上のＡＰ１０５によってカバ
ーされることができ、従って、異なる時間に１つまたは複数のＡＰ１０５と関連すること
ができる。単一のＡＰ１０５および関連された局１１０の組は、ＢＳＳと呼ばれ得る。拡
張サービスセット（ＥＳＳ）は、接続されたＢＳＳの組である。拡張サービスセット内の
ＡＰ１０５を接続するために分散システム（ＤＳ）が使用され得る。アクセスポイント１
０５に関する地理上のカバレッジエリア１２５は、カバレッジエリアの一部分のみを成す
セクタに分割され得る。ＷＬＡＮネットワークは、異なるタイプのアクセスポイント１０
５（例えば、メトロポリタンエリア、ホームネットワーク、等）を含み得、異なる技術に
関して異なるサイズのカバレッジエリアおよび重複するカバレッジエリアを有する。他の
無線データもまたＡＰ１０５と通信することができる。
【００２７】
　[0041]無線局１１０は、通信リンク１１５を使用してＡＰ１０５を通じて互いと通信し
得る一方で、各無線局１１０はまた、直接無線リンク１２０を介して１つまたは複数の他
の無線局１１０と直接通信し得る。両方の無線局１１０がＡＰ地理上のカバレッジエリア
１２５内にあるときまたは１つまたはいずれかの無線局１１０がＡＰ地理上のカバレッジ
エリア１２５内にあるときには２つ以上の無線局１１０が直接無線リンク１２０を介して
通信し得る。直接無線リンク１２０の例は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ接続と、Ｗｉ－Ｆ
ｉ　Ｔｕｎｎｅｌｅｄ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｌｉｎｋ　Ｓｅｔｕｐ（ＴＤＬＳ）リンクを使用
することによって確立された接続と、他のＰ２Ｐグループ接続とを含み得る。他の実装に
おいて、他のピア・ツー・ピア接続および／またはアドホックネットワークがＷＬＡＮネ
ットワーク内で実装され得る。局１１０は、移動局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、他のハン
ドヘルドデバイス、ネットブック、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ
、ラップトップ、表示デバイス（例えば、ＴＶ、コンピュータモニタ、等）、プリンタ、
等であり得る。
【００２８】
　[0042]中心ノード１３０は、サーバ、中心コントローラ、またはＡＰであり得る。中心
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ノード１３０は、ワイヤレス通信システム１００におけるＡＰ１０５に接続し得る。中心
ノード１３０は、バックホールリンク１３２を通じてのように、有線または無線バックホ
ールを通じてＡＰ１０５に接続され得る。他の例において、中心ノード１３０は、ＡＰ１
０５に接続し得る。各ＡＰ１０５は、ＡＰ１０５がサービスを提供するＢＳＳからの１つ
または複数のメトリックを中心ノード１３０に提供し得る。
【００２９】
　[0043]チャネル上で送信する前に、各ＡＰ１０５および無線局１１０は、そのチャネル
上のエネルギーレベルを検出し得る。ＡＰ１０５または無線局１１０は、検出されたエネ
ルギーレベルをＥＤしきいレベルと比較し得る。検出されたエネルギーがＥＤしきいレベ
ルよりも高い場合は、ＡＰ１０５または無線局１１０は、チャネル上の検出されたエネル
ギーがＥＤしきいレベルを下回るのちの時点まで送信することを控え得る。
【００３０】
　[0044]しかしながら、ＡＰ１０５および無線局１１０のうちの１つまたは複数は、調整
可能なＥＤしきいレベルを有し得る。すなわち、ワイヤレス通信システム１００内のノー
ドのうちの１つまたは複数は、例えば、ネットワーク状態に依存して、そのＥＤしきいレ
ベルをより高くまたはより低くなるように調整し得る。ＥＤしきいレベルは、例えば、１
つの無線局１１０のみに関して、ＡＰ１０５とＡＰ１０５のＢＳＳ内のすべての無線局１
１０に関して、２つ以上のＡＰ１０５または無線局１１０に関して、またはワイヤレス通
信システム１００全体にわたって、調整され得る。ＥＤしきいレベルを調整することによ
って、ワイヤレス通信システム１００は、向上されたスループットまたはＰＥＲを認識し
得る。例えば、図１において示されるように、無線局１１０は、エネルギー検出レベル調
整器１４０を含む。ＥＤレベル調整器１４０は、無線局１１０のＥＤしきいレベルを調整
し得る。１つまたは複数の他の無線局１１０および／またはＡＰ１０５は、ＥＤレベル調
整器１４０を含み得る。
【００３１】
　[0045]図２は、中央集中型のエネルギー検出レベル調整を実行するためのワイヤレス通
信システム例のフロー図２００を示す。フロー図２００は、中心ノード１３０－ａ、ノー
ド１０５－ａ（例えば、ＡＰ１０５）、および近隣ノード１０５－ｂ（例えば、別のＡＰ
１０５）の間での通信例を示す。この例において、近隣ノード１０５－ｂは、ノード１０
５－ａの近隣ノードである。中心ノード１３０－ａは、図１に関連して説明される中心ノ
ード１３０の態様の例であり得る。幾つかの例において、ノード１０５－ｂおよびノード
１０５－ｃのうちの１つまたは複数は、図１に関連して説明されるＡＰ１０５のうちの少
なくとも１つの態様の例であり得る。他の例において、ノード１０５－ａおよびノード１
０５－ｂのうちの１つまたは複数は、図１に関連して説明される無線局１１０のうちの少
なくとも１つの態様の例であり得る。例示を目的として、ノード１０５－ａ、および近隣
ノード１０５－ｂは、図２の例ではアクセスポイント１０５として説明される。
【００３２】
　[0046]本明細書において説明されるように、中央集中型のＥＤレベル調整は、図１のワ
イヤレス通信ネットワーク１００のようなネットワーク全体にわたる共通のＥＤレベル調
整の１つの形態であり、ここにおいて、全ノードは、共通のＥＤレベルに合わせてそれら
のＥＤレベルを調整する。中央集中型のＥＤレベル調整では、中心ノード１３０は、ワイ
ヤレス通信ネットワーク内のノード１０５－ａおよび１０５－ｂのような他のノードから
メトリックを収集し得る。それらのメトリックを使用して、中心ノード１３０は、ネット
ワーク内の全ノードが使用することになる共通のＥＤしきいレベルを決定し得る。幾つか
の例において、共通のＥＤしきいレベルは、ワイヤレス通信ネットワーク内のほとんどの
ノードが多大に干渉を受ける場合に使用され得る。
【００３３】
　[0047]この例において、ノード１０５－ａは、ノード１０５－ａのＢＳＳ内のノードの
１つまたは複数のメトリック２０５に関連する情報を中心ノード１３０に送信し得る。近
隣ノード１０５－ｂは、近隣ノード１０５－ｂの１つまたは複数のメトリック２１０に関
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連する情報を中心ノード１３０に送信し得る。中心ノード１３０は、ワイヤレス通信ネッ
トワーク内の各ＢＳＳに関して各ＡＰからメトリックを収集し得る。メトリック２０５お
よび２１０は、性能メトリックであり得る。性能メトリック例は、局スループット、ＰＥ
Ｒ、媒体使用、アクセス遅延、リンクＲＳＳＩ、リンクＳＮＲ、および／または干渉を受
けるノードのＰＰＤＵの割合を含む。
【００３４】
　[0048]中心ノード１３０－ａは、ほとんどのノードが多大に干渉を受けるかどうかを決
定し得、従って、ワイヤレス通信ネットワーク内の全ノードの共通のＥＤしきいレベルを
変えることは、干渉を低減させ得る。中心ノード１３０－ａは、ブロック２１５で、メト
リック２０５および２１０からほとんどのノードが多大に干渉を受けるかどうかを決定し
得る。中心ノード１３０－ａは、受信された性能メトリックに基づいてほとんどのノード
が多大に干渉を受けるかどうかを決定し得る。
【００３５】
　[0049]中心ノード１３０－ａは、幾つかの方法のうちの１つで１つまたは複数の受信ノ
ードが多大に干渉を受けていると決定し得る。例えば、送信機または受信機は、物理層コ
ンバージェンスプロトコル（ＰＬＣＰ）プロトコルデータユニット（ＰＰＤＵ）が中間に
おいて、すなわち、時々プリアンブル後に、干渉によって頻繁に影響を受けるときに受信
機が多大に干渉を受けているかどうかを検出し得る。受信ノードは、各ＰＰＤＵ内での受
信信号強度指示（ＲＳＳＩ）および推定される位相および／または周波数の突然の変化を
検査することによってプリアンブル後にＰＰＤＵが影響を受けると決定し得る。送信ノー
ドは、ブロック肯定応答（ＢＡ）結果を介してＰＰＤＵがプリアンブル後に影響を受ける
と決定し得る。別の例において、受信ノードは、受信ノードが干渉を受けていることを送
信ノードに明示で知らせ得る。１つまたは複数の受信ノードが干渉を受けていると中心ノ
ード１３０が決定し得る別の方法は、ＰＥＲが推定される干渉のないＰＥＲよりもかなり
高いかどうかである。例えば、受信ノードは、実際の報告されたＰＥＲが所定の変調およ
びコーディング方式（ＭＣＳ）に関してリンクの信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づいてＰＥ
Ｒよりも高い場合に干渉を受けている可能性がある。これらのメトリックは、受信ノード
または送信ノードのいずれかから決定され得る。例えば、リンクの送信ノードは、受信ノ
ードからの肯定応答（ＡＣＫ）ＲＳＳＩに基づいて実際のＰＥＲを測定しおよびリンクＳ
ＮＲを推定することができる。
【００３６】
　[0050]他の例において、ノードが多大に干渉を受けているかどうかを決定するための他
の方法が使用され得る。上述されるように、受信ノードが多大に干渉を受けているかどう
かを決定するためのメトリックは、干渉を受けているＰＰＤＵの割合と、実際のＰＥＲと
、リンクＳＮＲと、を含む。それらのメトリックは、関連するＡＰ（例えば、ノード１０
５－ａまたは１０５－ｂのいずれか）に送信ノードまたは受信ノードのいずれかによって
報告され得、それは、中心ノード１３０－ａにそれらのメトリックをさらに中継する。中
心ノード１３０－ａは、ネットワーク内のほとんどのノードが多大に干渉を受けているか
どうかを判断し得る。例えば、ノードは、干渉を受けているそのＰＰＤＵの割合がしきい
値、例えば、５０％、を超える場合に多大に干渉を受けている。他の例においては、他の
割合が使用され得る。
【００３７】
　[0051]ほとんどのノードが干渉を受ける場合は、中心ノード１３０－ａはまた、ブロッ
ク２２０においてワイヤレス通信ネットワークの全体的な性能を向上させる共通のＥＤし
きいレベルが存在するかどうかを決定し得る。例えば、中心ノード１３０－ａは、ＰＥＲ
を低減させるおよびスループットを増大させるように性能を向上させる共通のＥＤしきい
レベルを決定し得る。一例において、中心ノード１３０－ａは、共通のＥＤしきいレベル
を決定するために異なるＥＤしきいレベルによる試行錯誤を使用する。共通のＥＤしきい
レベルは、局スループットの平均またはある百分率を最大化する場合に見つけられ得る。
【００３８】
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　[0052]中心ノード１３０－ａが共通のＥＤしきいレベルを一旦決定した時点で、中心ノ
ード１３０－ａは、ノード１０５－ａにＥＤレベル設定要素２２５内で共通のＥＤしきい
レベルをシグナリングし得る。ＥＤレベル設定要素２２５は、共通のＥＤしきいレベルを
特定し得、および、ノード１０５－ａも特定し得る。中心ノード１３０－ａはまた、近隣
１０５－ｂにＥＤレベル設定要素２３０内で共通のＥＤしきいレベルをシグナリングし得
る。ＥＤレベル設定要素２３０は、共通のＥＤしきいレベルおよび近隣ノード１０５－ｂ
を特定し得る。幾つかの例において、中心ノード１３０－ａは、ノード１０５－ａおよび
近隣ノード１０５－ｂの各々に個々のＥＤレベル設定要素を送信する。他の例において、
中心ノード１３０－ａは、ノード１０５－ａおよび近隣ノード１０５－ｂに関して単一の
ＥＤレベル設定要素２２５を送信し得る。
【００３９】
　[0053]ＥＤレベル設定要素２２５を受信した時点で、ノード１０５－ａは、その新しい
ＥＤしきい値として設定するように命令される共通のＥＤしきいレベルを決定し得る。ノ
ード１０５－ａは、ＥＤレベル設定要素２２５から新しい共通のＥＤしきいレベルを抽出
し得る。ノード１０５－ａが適合可能なＥＤしきいレベルが可能である場合、ノード１０
５－ａは、ブロック２３５においてＥＤレベル設定要素２２５内で特定された新しいＥＤ
しきいレベルに合わせてＥＤしきい値を調整する。同様に、近隣ノード１０５－ｂは、Ｅ
Ｄレベル設定要素２３０から、その新しいＥＤしきい値として設定するように命令される
共通のＥＤしきいレベルを決定し得る。近隣ノード１０５－ｂが適合可能なＥＤしきいレ
ベルが可能である場合、近隣ノード１０５－ｂは、ブロック２４０においてＥＤレベル設
定要素２３０内で特定された共通のＥＤしきいレベルに合わせてそのＥＤしきい値を調整
する。
【００４０】
　[0054]ノード１０５－ａは、ブロック２４５においてノード１０５－ａのＢＳＳ内の全
ノード（例えば、ノード１０５－ａによってサービスが提供される局１１０）に共通のＥ
Ｄしきいレベルをさらにブロードキャストし得る。幾つかの例において、共通のＥＤしき
いレベルをブロードキャストすることは、ＥＤレベル設定要素２２５をブロードキャスト
することを含み得る。他の例において、ノード１０５－ａは、ＥＤレベル設定要素２２５
を変更して変更されたバージョンをブロードキャストし得る。同様に、近隣ノード１０５
－ｂもまた、ブロック２５０において近隣ノード１０５－ｂのＢＳＳ内の全ノードに共通
のＥＤしきいレベルをブロードキャストし得る。
【００４１】
　[0055]図３は、同調型のエネルギー検出レベル調整を実行するためのワイヤレス通信シ
ステム例のフロー図３００を示す。フロー図３００は、アクセスポイント１０５－ｄ、基
本サービスセット３００、および近隣アクセスポイント１０５－ｅの間での通信例を示す
。幾つかの例において、ＡＰ１０５－ｄおよび近隣ＡＰ１０５－ｅのうちの１つまたは両
方は、図１に関連して説明されるＡＰ１０５のうちの少なくとも１つの態様の例であり得
る。ＢＳＳ３０５は、図１に関連して説明される１つまたは複数の無線局１１０を含み得
る。
【００４２】
　[0056]本明細書において説明されるように、同調型のＥＤ調整は、共通のＥＤレベルの
調整の１つの形態であり、ここにおいて、ＡＰは、そのＢＳＳ内および近隣ＡＰのＢＳＳ
内のノードのうちのほとんどが干渉を受ける場合に、図１のワイヤレス通信ネットワーク
１００のようなワイヤレス通信ネットワーク全体にわたる調整を開始する。中央集中型の
ＥＤレベル調整と比較して、同調型のＥＤ調整は、ネットワーク内の任意のＡＰによって
開始されることができ、それは、ネットワーク内の全ノードのメトリックに関してグロー
バルな見方を有し得ず、および、ネットワーク内の全ＡＰへの有線バックホール接続を有
し得ない。その結果、開始するＡＰは、それ自体のおよび近隣のＢＳＳ内のノードのメト
リックに基づいて調整をトリガし得、および、開始するＡＰの調整判断は、オーバー・ザ
・エアメッセージを介して他のＡＰに伝達しなければならないことがある。同調型のＥＤ
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調整において、ＡＰ（例えば、ＡＰ１０５－ｄ）は、そのＢＳＳ（例えば、ＢＳＳ３０５
）からおよびワイヤレス通信ネットワーク内の他のＡＰ（例えば、ＢＳＳ３１０内の近隣
ＡＰ１０５－ｅ）のＢＳＳからメトリックを収集し得る。それらのメトリックを使用して
、ＡＰ１０５－ｄは、ネットワーク内の全ノードが使用する共通のＥＤしきいレベルを決
定し得る。幾つかの例において、共通のＥＤしきいレベルは、ＡＰ１０５－ｄのＢＳＳ３
０５およびＡＰ１０５－ｅのＢＳＳ３１０内のほとんどのノードが多大に干渉を受ける場
合に使用され得る。
【００４３】
　[0057]この例において、ＢＳＳ３０５内の各ノードは、そのノードの１つまたは複数の
メトリック３２０に関連する情報を送信し得る。同様に、ＢＳＳ３１０内の各ノードは、
そのノードの１つまたは複数のメトリック３２０に関連する情報をＡＰ１０５－ｅに送信
し得る。メトリック３２０は、性能メトリックであり得る。性能メトリック例は、局スル
ープット、ＰＥＲ、媒体使用、アクセス遅延、リンクＲＳＳＩ、リンクＳＮＲ、および／
または干渉を受けるノードのＰＰＤＵの割合を含む。それ自体のＢＳＳ内の収集されたノ
ードメトリックに基づいて、各ＡＰ１０５は、次の情報、すなわち、そのＢＳＳ内のノー
ドの総数、そのＢＳＳ内の多大に干渉を受けているノードの割合、および「プア干渉状態
」ビット、のうちの少なくとも１つをブロードキャストし得る。一例において、プア干渉
状態ビットは、多大に干渉を受けているノードの割合がしきい値、例えば、５０％、を超
えるときに設定される。例において、ＡＰ１０５－ｄは、メトリック３２０に関する情報
を含むメトリックメッセージ３２５をＡＰ１０５－ｅから受信する。ＡＰ１０５－ｄはま
た、複数の近隣ＡＰが存在する場合に複数の近隣ＡＰからブロードキャスト情報を受信し
得ることに注目すること。
【００４４】
　[0058]ＡＰ１０５－ｄは、メトリック３１５およびメトリックメッセージ３２５を使用
して、ブロック３３０において、ＢＳＳ３０５およびＢＳＳ３１０内のほとんどのノード
が多大に干渉を受けるかどうかを決定し得る。幾つかの例において、ＡＰ１０５－ｄは、
複数の近隣ＢＳＳが存在する場合にＢＳＳ３０５内およびすべての近隣ＢＳＳ（例えば、
ＢＳＳ３１０）内のノードのうちのほとんどが多大に干渉を受けるかどうかを決定し得る
。決定は、近隣ＡＰからの（メトリックメッセージ３２５のような）受信されたブロード
キャスト情報を介して実行されることができる。例えば、ＡＰ１０５－ｄは、ＢＳＳ３０
５およびＢＳＳ３１０を含むすべての近隣ＢＳＳ内の多大に干渉を受けているノードの割
合がしきい値を超える場合にそれらのノードのうちのほとんどが多大に干渉を受けると決
定し得る。しきい値は、例えば、５０％であり得、または、別のしきい値であり得る。ネ
ットワーク内のノードのうちのほとんどが多大に干渉を受けるとＡＰ１０５－ｄが決定し
得る別の方法は、ＡＰ１０５－ｄと近隣ＡＰ－ｅとを含むほとんどのＡＰが「プア干渉状
態」ビットを設定したかどうかである。ビットは、ＢＳＳ３００内の局のしきい割合が多
大に干渉を受けていることを示すためのフラグとして機能し得る。すなわち、ビットは、
多大に干渉を受けているＢＳＳ３００内の局の割合がしきい割合よりも大きい場合に設定
され得る。ＡＰ１０５－ｄは、ビーコン内でビットをブロードキャストし得る。別の例に
おいて、ＡＰ１０５－ｄは、いずれの近隣ＢＳＳ（例えば、ＢＳＳ３１０）も考慮するこ
となしに、それ自体のＢＳＳ（例えば、ＢＳＳ３０５）内のノードのみに基づいて決定を
行い得る。
【００４５】
　[0059]ブロック３３５において、ＡＰ１０５－ｄは、ワイヤレス通信ネットワークの全
体的な性能を向上させる共通のＥＤしきいレベルを決定し得る。例えば、ＡＰ１０５－ｄ
は、ＰＥＲを低減させるおよび／またはスループットを増大させる共通のＥＤしきいレベ
ルを決定し得る。中央集中型のＥＤレベル調整と同様に、決定は、一組の候補の共通のＥ
Ｄしきいレベルにわたる試行錯誤に基づくことができる。幾つかの例において、ＡＰ１０
５－ｄは、共通のＥＤしきいレベルを取り決めるために、近隣ＡＰ１０５－ｅのようなワ
イヤレス通信ネットワーク内の１つまたは複数の他のＡＰと交渉する。
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【００４６】
　[0060]共通のＥＤしきいレベルを決定した後、ＡＰ１０５－ｄは、共通のＥＤしきいレ
ベルを近隣ＡＰ１０５－ｅに知らせるために近隣ＡＰ１０５－ｅにＥＤレベル設定要素３
４０を送信し得る。複数の近隣ＡＰが存在する場合は、ＡＰ１０５－ｄは、ユニキャスト
、マルチキャスト、またはブロードキャストフレームを介して各近隣ＡＰにＥＤレベル設
定要素３４０を送信し得る。ＥＤレベル設定要素３４０を受信後、ＡＰ１０５－ｅのよう
な各近隣ＡＰは、オーバー・ザ・エアメッセージ、有線バックホールメッセージ、または
局リレーを介してネットワーク内の他のＡＰにＥＤレベル設定要素３４０を転送し得る。
近隣ＡＰ１０５－ｅもまた、それ自体のＢＳＳ３１０内の全ノードにＥＤレベル設定要素
３４５をブロードキャストし、このため、ＢＳＳ３１０内のノードは、ＥＤレベル設定要
素３４５内で示された共通のＥＤレベルしきい値によりそれらのＥＤしきい値を設定する
。
【００４７】
　[0061]開始するＡＰ１０５－ｄによって送信される共通のＥＤレベルの調整３４０は、
（例えば、プライマリ２０ＭＨｚおよびセカンダリ２０、４０、および８０ＭＨｚチャネ
ルに関する）新しい共通のＥＤしきいレベル、調整を実行するためのタイムスケジュール
、範囲しきい値、および、ＥＤレベル設定要素３４０を開始するＡＰ、例えば、ＡＰ１０
５－ｄ、の特定（ＩＤ）と座標のうちの１つまたは複数を含み得る。一例において、ＥＤ
レベル調整を実行するノードに関するタイムスケジュールは、開始時間およびノードがそ
のＥＤレベルを新しいＥＤしきいレベルに維持すべき継続時間を定義する単一の時間ウィ
ンドウを定義し得る。一例において、ＥＤレベル調整を実行するノードに関するタイムス
ケジュールは、周期的な時間ウィンドウを定義し得る。周期的な時間ウィンドウは、開始
時間、継続時間、新しいＥＤしきいレベルが決定され得る期間、および、ＥＤしきいレベ
ルが決定される期間の数を特定し得る。
【００４８】
　[0062]範囲しきい値は、共通のＥＤしきいレベル３４０が適用されるエリアの大きさを
定義し得る。範囲しきい値は、一例においては、開始するＡＰ、例えば、ＡＰ１０５－ｄ
、からの地理上の距離に関連する情報を含み得、従って、地理上の距離内に所在されるＡ
Ｐは、ＥＤレベル設定要素３４０に従い、それらのＥＤレベルを調整しなければならない
。例えば、地理上の距離は、ＡＰ１０５－ｄからの半径または図１のカバレッジエリア１
２５のような定義された地理上のエリアであり得る。例えば、範囲しきい値内のＡＰは、
それらのＡＰがＡＰ１０５－ｄから範囲しきい値未満の距離にある場合はＥＤレベル設定
要素３４０に従いおよびＥＤレベル設定要素３４０を転送する必要がある。別の例におい
て、範囲しきい値は、ＡＰ１０５－ｄからのホップカウントに関連する情報を含み得る。
例えば、ＡＰ１０５－ｄの２つのホップ内のいずれのＡＰも、ＥＤレベル設定要素３４０
に従わなければならない。範囲しきい値を含める１つの理由は、ＡＰがＡＰ１０５－ｄの
ような干渉を経験しているＡＰから遠く離れすぎている場合は、その遠く離れているＡＰ
が共通のＥＤしきいレベルを使用するのは有益でないことがあり得るためである。ブロッ
ク３５０において、ＢＳＳ３０５のノードは、共通のＥＤしきいレベルに合わせてそれら
のＥＤしきいレベルを調整する。ブロック３５５において、ＢＳＳ３１０のノードは、共
通のＥＤしきいレベルに合わせてそれらのＥＤしきいレベルを調整する。
【００４９】
　[0063]共通のＥＤレベルの調整のさらなる拡張として、異なる共通のＥＤレベルがＢＳ
Ｓ内の局の部分組に適用され得る。例えば、各ＢＳＳ内の局は、異なるグループに分割さ
れ得る。局と関連するＡＰとの通信のために異なる共通のＥＤレベルが各グループに適用
され得る。
【００５０】
　[0064]例えば、ＢＳＳ内の局は、２つのグループ、すなわち、相対的に良好な性能を有
するそれおよび相対的にプアな性能を有するそれ、に分割されることができる。１方のグ
ループまたは他方への局の分類は、局の性能メトリックがしきい値を超えるかどうかに基
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づき得る。例えば、プア性能カテゴリに分類された局は、関連するＡＰからのそれらの経
路損失（または、受信信号強度指示（ＲＳＳＩ））がしきい値を上回る（または下回る）
場合に特定されることができる。これは、例えば、局が関連するＡＰのカバレッジエリア
の縁部の近くにある場合に発生し得る。代替として、プア性能カテゴリに分類された局は
、それらのサービス品質（ＱｏＳ）がしきい値を下回るかまたは同じＢＳＳ内の全局の中
で最悪の百分率内にある場合に特定されることができる。ＱｏＳは、局のスループット、
アクセス遅延、パケット誤り率（ＰＥＲ）、パケットレイテンシー、再試行率、および同
様の物を含み得る。幾つかの例において、プアおよび良好な局の分類は、ネットワーク内
の全ＢＳＳによって共通して取り決められた規則に基づくことができる。
【００５１】
　[0065]上例において、ＢＳＳの異なるグループと関連するＡＰとの通信は、異なる専用
リソース（例えば、良好なおよびプアな性能をそれぞれ有する局グループに関する異なる
タイムスロットまたは周波数帯域）を使用し得る。幾つかの例において、専用リソース分
割は、ネットワーク内の全ＢＳＳに共通であり得る。
【００５２】
　[0066]幾つかの例において、良好な性能を有する局グループの媒体再使用を向上させる
ためにそのグループと関連するＡＰとの通信のためにより高い共通のＥＤレベルが使用さ
れ得、その理由は、それらの局は、概してＡＰに近く従って重なり合う基本サービスセッ
ト（ＯＢＳＳ）の干渉によってより小さい影響を受け得るためである。同様に、延期感度
（deferral sensitivity）を向上させることによって相互干渉を低減させるためにプアな
性能を有するノードグループと関連するＡＰとの通信のためにより低い共通のＥＤレベル
が使用され得、その理由は、局は概してＡＰから遠く離れていることがあり、従って、Ｏ
ＢＳＳ干渉によってより大きな影響を受け得るためである。
【００５３】
　[0067]１つのグループごとに異なる共通のＥＤレベルをシグナリングするために、各Ａ
Ｐは、対応する共通のＥＤレベルおよび専用リソース、例えば、専用タイムスロット、を
示すために各グループにＥＤレベル設定要素を送信し得る。さらに、１つのグループごと
の共通のＥＤレベルは、中央集中型方法における中心ノードによってまたは同調型方法に
おける開始ＡＰによって決定され得る。
【００５４】
　[0068]図４は、選択的エネルギー検出レベル調整を実行するためのワイヤレス通信シス
テム例のフロー図４００を示す。フロー図４００は、送信ノード４０５、受信ノード４１
０、および近隣送信ノード４１５の間での通信例を示す。幾つかの例において、ノード４
０５、４１０、および４１５の１つまたは複数は、図１および図３に関連して説明される
ＡＰ１０５のうちの少なくとも１つの態様の例、図１に関連して説明される局１１０のう
ちの少なくとも１つ態様
の例、および／または、図２に関連して説明されるノード１０５のうちの少なくとも１つ
の態様の例であり得る。
【００５５】
　0069]本明細書において説明されるように、選択的エネルギー検出レベル調整は、２つ
または幾つかのノードの間での調整である。この例では、受信ノード４１０は、ブロック
４２０において干渉を経験中であると決定する。受信ノード４１０は、現在、希望される
送信ノード４０５からトラフィックを受信中である。受信ノード４１０は、近隣送信ノー
ド４１５が干渉を引き起こしていると決定し得る。一例において、近隣送信ノード４１５
は、受信ノード４１０で受信されたそのフレームのＲＳＳＩがしきいレベルよりも大きい
場合に干渉物として特定される。別の例において、近隣送信ノード４１５は、近隣送信ノ
ード４１５が受信ノード４１０での媒体の使用をしきいレベルよりも大きくなるようにし
た場合に干渉物として特定される。別の例において、近隣送信ノード４１５は、希望され
る送信ノード４０５からのＰＰＤＵが近隣送信ノード４１５からのフレームによって頻繁
に干渉されることを受信ノード４１０が検出した場合に干渉物として特定される（例えば
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、近隣送信ノード４１５からのフレームは、はるかにより高いＲＳＳＩを有する状態で送
信ノード４０５からＰＰＤＵの中間に頻繁に到着する）。概して、受信ノード４１０は、
上記の判定基準の任意の組み合わせに基づいて干渉物を特定し得る。それらの判定基準内
で使用される様々なしきい値は、希望される送信ノード４０５によって設定され得る。
【００５６】
　[0070]干渉物が一旦特定された時点で、受信ノード４１０は、干渉にかかわらずまたは
干渉がより低いときに、送信ノード４０５に干渉物のレポート４２５を送信し得る。幾つ
かの例において、受信ノード４１０は、干渉物が一旦特定された時点でそれらを自律的に
報告し得る。他の例において、受信ノード４１０は、送信ノード４０５から要求を受信し
た時点で干渉物を報告し得る。干渉物のレポート４２５において、受信ノード４１０は、
とりわけ、各々の検出された干渉物に関する次の情報、すなわち、干渉物のＩＤ、引き起
こされたＲＳＳＩ、媒体使用（ＭＵ）、送信ノード４０５から受信されてこの干渉物によ
って干渉を受けているＰＰＤＵの割合、のうちの１つまたは複数を含み得る。
【００５７】
　[0071]干渉物のレポート４２５に少なくとも部分的に基づいて、送信ノード４０５は、
ブロック４３０において共同ＥＤレベルを決定し得る。送信ノード４０５は、ノードの部
分組が共同ＥＤしきいレベルに合わせて調整するように要求するために干渉物のうちの１
つまたは複数を選択し得る。例えば、送信ノード４０５は、共同ＥＤしきいレベルの調整
を実行するために、近隣送信ノード４１５のような干渉物の部分組を選択し得る。送信ノ
ード４０５は、引き起こされたＲＳＳＩ、ＭＵ、または、受信ノード４１０においてこの
干渉物によって干渉されるＰＰＤＵの割合の点で最大の幾つかの干渉物を選択し得る。選
択された干渉物が一旦特定された時点で、送信ノード４０５は、図４の例における近隣送
信ノード４１５のような選択された干渉物にＥＤレベル調整要求４３５を送信し得る。送
信ノード４０５は、ユニキャストまたはマルチキャストフレームで各々の選択された干渉
物に要求４３５を送信し得る。要求４３５は、新しいＥＤレベルと、開始時間、継続時間
、または周期的な時間ウィンドウを含む共同調整に関するタイムスケジュールと、を含み
得る。
【００５８】
　[0072]固定された新しいＥＤレベルの代わりに、幾つかの例において、送信ノード４０
５は、要求４３５内の１つの選択された干渉物ごとの異なる新しいＥＤレベルを指定する
ことができる。さらに、１つの選択された干渉物ごとの新しいＥＤレベルは、送信ノード
からのＲＳＳＩに基づいて暗黙に指定されることができる。例えば、要求４３５は、要求
４３５を搬送するフレームまたは送信ノード４０５からのいずれかのフレームのＲＳＳＩ
を下回るあるｄＢまでそのＥＤレベルを低下させるように各々の選択された干渉物に命令
し得る。従って、選択された干渉物は、低下されたＥＤレベルを介しての送信ノード４０
５からの送信に合わせて延期し得る。ＥＤレベル設定要素の一変形として、暗黙のＥＤレ
ベル設定要素が導入されて要求４３５内で搬送され得る。明示の新しいＥＤレベルの代わ
りに、暗黙の要素は、送信ノード４０５からのＲＳＳＩに関してあるｄＢだけそのＥＤレ
ベルを調整するように各々の選択された干渉物に命令し得る。調整すべきｄＢの量は、暗
黙の要素内で指定され得る。
【００５９】
　[0073]近隣送信ノード４１５が要求４３５を受け入れた場合は、近隣送信ノード４１５
は、送信ノード４０５に肯定応答フレーム４４０を送信し得る。送信ノード４０５がすべ
ての選択された干渉物から肯定応答フレーム４４０を受信した場合、送信ノード４０５は
、選択された干渉物にアナウンスメント４４５を送信し得る。アナウンスメント４４５は
、選択された干渉物に、それらのＥＤしきいレベルを共同で調整するのを開始するように
命令し得る。要求４３５またはアナウンスメント４４５は、共同で使用されるべき新しい
ＥＤしきいレベルを特定するＥＤレベル設定要素を含み得る。
【００６０】
　[0074]アナウンスメント４４５が一旦送信された時点で、送信ノード４０５は、ブロッ



(19) JP 2017-531404 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

ク４５０においてそのＥＤレベルを調整し得る。ＥＤレベル設定要素４４５が一旦受信さ
れた時点で、近隣送信ノード４１５は、ブロック４４５においてそのＥＤレベルを調整し
得る。このようにして、近隣送信ノード４０５および選択された干渉物、例えば、近隣送
信ノード４１５、は、より感度の高いＥＤしきいレベルを介して互いに合わせて延期し得
る。希望される送信ノード４０５によって送信される代わりに、ＥＤレベル設定要素４４
５は、両方のノード４０５および４１５に受信ノード４１０によって送信されることがで
き、それらは、ＥＤレベル設定要素４４５内で特定された新しいＥＤしきいレベルにより
それらのＥＤしきいレベルを共同で調整するように要求される。
【００６１】
　[0075]図５および図６は、ＥＤレベル設定要素例を提供する。図５は、エネルギー検出
レベル設定要素５００の例の概念的概略図を示す。ＥＤレベル設定要素５００は、別のノ
ードで設定すべきＥＤしきいレベルを別のノードに知らせるためにノードによって使用さ
れ得る。幾つかの例において、ＥＤレベル設定要素５００は、図２に関連して説明される
ＥＤレベル設定要素２２５および２３０、図３に関連して説明されるＥＤレベル設定要素
３４０およびＥＤレベル設定要素３４５、および／または図４の要求４３５およびＥＤレ
ベル設定要素４４５のうちの少なくとも１つの態様の例であり得る。
【００６２】
　[0076]ＥＤレベル設定要素５００は、要素タイプ、長さフィールド５１０、および異な
るチャネルに関する１つまたは複数のＥＤしきいレベルを特定する要素ＩＤ５０５を含み
得る。長さフィールド５１０は、ＥＤレベル設定要素５００内の残りのフィールドのビッ
トの総数を特定し得る。ＥＤレベル設定要素５００は、プライマリおよびセカンダリチャ
ネルの両方に関するＥＤレベルを含み得る。図５の例において、ＥＤレベル設定要素５０
０は、プライマリ２０ＭＨｚチャネル５１５上のＥＤしきいレベルと、セカンダリ２０Ｍ
Ｈｚチャネル５２０上のＥＤしきいレベルと、セカンダリ４０ＭＨｚチャネル５２５上の
ＥＤしきいレベルと、セカンダリ８０ＭＨｚチャネル５３０上のＥＤしきいレベルと、を
含む。幾つかの例において、ＥＤしきいレベルのうちの一部は、互いに異なり、他の例に
おいては、ＥＤしきいレベルは、同じであり得る。さらに、図５は、可能な帯域幅および
チャネルの一例のみを示す。他の例では、他の帯域幅またはチャネルが使用され得る。
【００６３】
　[0077]ＡＰ１０５のようなノードは、１つまたは複数の管理フレームを介して意図され
る受信体にＥＤレベル設定要素５００をブロードキャスト、マルチキャスト、またはユニ
キャストし得る。受信ノードがマルチキャストまたはユニキャストを介してＥＤレベル設
定要素５００を受信した場合、ノードは、選択された期間の間ブロードキャストされたＥ
Ｄレベル設定要素５００を無視することができる。ＥＤレベル設定要素５００の幾つかの
例において、ブロードキャスト無視継続時間が含められる。ブロードキャスト無視継続時
間は、ＥＤレベル設定要素５００がブロードキャストされた場合にゼロに設定され得るＥ
Ｄレベル設定要素５００内の別のフィールドであり得る。ブロードキャスト無視継続時間
を含むＥＤレベル設定要素５００を受信後、受信ノードは、ＥＤレベル設定要素５００の
フレームの最後から開始して、その継続時間中に受信されたいずれのブロードキャストさ
れたＥＤレベル設定要素も無視し得る。ＥＤレベル設定要素５００には、この開示全体を
通じて説明される追加情報が含められ得る。
【００６４】
　[0078]図６は、マルチグループエネルギー検出レベル設定要素６００の例の概念的概略
図を示す。この例において、ＥＤレベル設定要素は、異なるグループに関するＥＤレベル
を指定するために拡張され得る。マルチグループＥＤレベル設定要素６００は、図２に関
連して説明されるＥＤレベル設定要素２２５および２３０、図３に関連して説明されるＥ
Ｄレベル設定要素３４０およびＥＤレベル設定要素３４５、図４の要求４３５およびＥＤ
レベル設定要素４４５、および／または図５に関連して説明されるＥＤレベル設定要素５
００のうちの少なくとも１つの態様の例であり得る。
【００６５】
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　[0079]マルチグループＥＤレベル設定要素６００は、要素タイプを特定する要素ＩＤ５
０５－ａを含み得、および、図５に関連して説明される要素ＩＤ５０５の態様の例であり
得る。マルチグループＥＤレベル設定要素６００はまた、残りのフィールド内の総ビット
を特定する長さフィールド５１０－ａを含み得、および、図５に関連して説明される長さ
フィールド５１０の態様の例であり得る。長さフィールド５１０－ａは、単一グループＥ
Ｄレベル設定要素とマルチグループＥＤレベル設定要素との間を区別するために使用され
得る。マルチグループＥＤレベル設定要素６００のようなマルチグループＥＤレベル設定
要素の場合、長さフィールド５１０－ａは、グループの数を特定するために使用され得る
。具体的には、１つのグループごとのフィールドの総ビットが一定である場合、グループ
の数は、長さフィールド内で示される長さを１つのグループごとのフィールドの総ビット
によって割った値として計算されることができる。他方、マルチグループＥＤレベル設定
要素に関するグループの数を特定するために別のフィールドが使用され得る。
【００６６】
　[0080]マルチグループＥＤレベル設定要素６００内で、後続するＥＤしきいレベルが適
用され得るノードを特定するグループインジケータ１　６０５も含まれ得る。グループイ
ンジケータ１　６０５は、異なるグループを特定するための複数のビットを有し得る。例
えば、００は、インフラストラクチャノードグループを特定し得、０１は、ピア・ツー・
ピアノードグループに関し、以下同様である。別の例において、００および０１は、良好
なおよびプアな性能を有する局のグループを特定し得る。グループおよびそれらの対応す
る特定するビットは、予め定義され得、グループおよびビットを記載したテーブルにアク
セス可能でありおよび／または各ノードにおいて格納され得る。別の例において、グルー
プインジケータ１　６０５は、ビットのシーケンスであり得、ここで、各ビット位置は、
個別の局関連性ＩＤ（ＡＩＤ）を一意で特定する。局は、例えば、そのＡＩＤに対応する
ビットが「１」として設定される場合にグループ内に含められる。マルチグループＥＤレ
ベル設定要素６００は、最大Ｎ個のグループインジケータを含み得、各グループに関して
１個である。図６の例は、グループインジケータＮ６１５を含む。マルチグループＥＤレ
ベル設定要素６００は、グループがワイヤレス通信ネットワーク内の他のノードに知られ
ている固定された順序で記載される場合はグループインジケータ６０５および６１５を含
み得ない。
【００６７】
　[0081]マルチグループＥＤレベル設定要素６００はまた、各グループに関するＥＤレベ
ルを含み得る。例えば、マルチグループＥＤレベル設定要素６００は、グループ１フィー
ルド６１０に関するＥＤレベルと、グループＮフィールド６２０に関するＥＤレベルと、
を含む。ＥＤレベル設定要素６００は、プライマリおよびセカンダリチャネルの両方に関
するＥＤレベルを含み得る。幾つかの例において、各グループに関するまたは各グループ
のＥＤしきいレベルのうちの一部は、互いに異なり得、他の例においては、ＥＤしきいレ
ベルは、同じであり得る。
【００６８】
　[0082]図７は、ワイヤレス通信における使用のための装置７０５の例のブロック図７０
０を示す。幾つかの例において、装置７０５は、ＡＰとして構成され得、および、図１乃
至図４のうちのいずれかに関連して説明されるＡＰ１０５および／またはノード４０５、
４１０、および／または４１５のうちの１つまたは複数の態様の例であり得る。他の例に
おいて、装置７０５は、中心ノードとして構成され得、および、図１および図２のうちの
いずれかに関連して説明される中心ノード１３０のうちの１つまたは複数の態様の例であ
り得る。装置７０５はまた、プロセッサであり得る。装置７０５は、受信機７１０、ＡＰ
　ＥＤレベルコンポーネント７１５、および／または送信機７２０を含み得る。これらの
コンポーネントの各々は、互いと通信状態にあり得る。
【００６９】
　[0083]装置７０５のコンポーネントは、個々にまたは全体で、ハードウェア内の適用可
能な機能のうちの一部または全部を実行するように好適化された１つまたは複数の特定用
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途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用して実装され得る。代替として、機能は、１つまたは
複数の集積回路上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行さ
れ得る。他の例において、他のタイプの集積回路が使用され得（例えば、構造化／プラッ
トフォームＡＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他の
セミカスタムＩＣ）、それらは、当業界において知られるいずれかの方法でプログラミン
グされ得る。各ユニットの機能はまた、全体または一部分が、１つまたは複数の汎用また
は特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマット化された、メモリ内に
おいて具現化された命令とともに実装され得る。
【００７０】
　[0084]幾つかの例において、受信機７１０は、無線周波数スペクトルを通じて送信を受
信するために動作可能な少なくとも１つ無線周波数（ＲＦ）受信機のような少なくとも１
つのＲＦ受信機を含み得る。幾つかの例において、無線周波数スペクトルは、例えば、図
１乃至図４のうちのいずれかに関連して説明されるＬＴＥ（登録商標）／ＬＴＥ－Ａおよ
びＷＬＡＮ通信のために使用され得る。受信機７１０は、図１に関連して説明されるワイ
ヤレス通信システム１００の１つまたは複数の通信リンク１２５または１つまたは複数の
バックホールリンク１３２のようなワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リン
クを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号７０２（すなわち、送信物）を
受信するために使用され得る。受信機７１０は、干渉を検出するために使用され得る信号
７０２、１つまたは複数のメトリック、干渉物のレポート、ＥＤレベル調整要求、および
／またはアナウンスメントを受信し得る。
【００７１】
　[0085]ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５は、受信機７１０から様々なタイプのデ
ータおよび／または制御信号７０４を受信し得る。幾つかの例において、ＡＰ　ＥＤレベ
ルコンポーネント７１５は、図１において示される、ただしＡＰ１０５に関する、ＥＤレ
ベル調整器１４０の例であり得る。ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５は、装置７０
５のＢＳＳ内の１つまたは複数のノードに対する干渉に基づいて新しいＥＤしきいレベル
を決定するために信号７０４を使用し得る。ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５は、
共通または選択的ＥＤレベル調整のような、使用すべきＥＤレベル調整の方法をさらに決
定し得る。ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５はまた、それらのＥＤしきいレベルを
調整するように要求するためにワイヤレス通信ネットワーク内の他のノード（例えば、Ａ
Ｐまたは局）を決定し得る。ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５は、図５および／ま
たは図６に関連して説明されるＥＤレベル設定要素５００および６００のようなＥＤレベ
ル設定要素を生成し得る。ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５は、送信機７２０に様
々なタイプのデータおよび／または制御信号７０６を提供し得る。信号７０６は、例えば
、肯定応答、ＥＤレベル設定要素、アナウンスメント、または要求に関連させ得る。
【００７２】
　[0086]幾つかの例において、送信機７２０は、ＥＤレベル設定要素を送信するために動
作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機のような少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。
送信機７２０は、ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５から様々なタイプのデータおよ
び／または制御信号７０６を受信し得る。送信機７２０は、図１に関連して説明されるワ
イヤレス通信システム１００の１つまたは複数の通信リンク１２５のような無線通信シス
テムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信
号７０８（すなわち、送信物）を送信するために使用され得る。信号７０８は、信号７０
６に少なくとも部分的に基づき得る。送信機７２０はまた、局との通信セッション中に、
例えば、図１乃至図３のうちのいずれかに関連して説明される局１１０のような局にデー
タを送信し得る。例えば、送信機７２０は、ＥＤレベル設定要素、アナウンスメント、要
求、および／または肯定応答を送信し得る。
【００７３】
　[0087]図８は、ワイヤレス通信における使用のための装置７０５－ａの別の例のブロッ
ク図を示す。装置７０５－ａは、（図７の）装置７０５の態様の例であり得る。幾つかの
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例において、装置７０５－ａは、受信機７１０および送信機７２０のそれぞれの例であり
得る受信機７１０－ａと送信機７２０－ａとを含み得、および、図７に関連して前述され
るように（例えば、信号８０２および８０８をそれぞれ介して）動作を実行するように構
成され得る。追加の例において、装置７０５－ａは、図７に関連して説明されるＡＰ　Ｅ
Ｄレベルコンポーネント７１５の態様の例であり得る、ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント
７１５－ａを含み得る。幾つかの例において、装置７０５－ａは、ＡＰとして構成され得
、および、図１乃至図４のうちのいずれかに関連して説明されるＡＰ１０５および／また
はノード４０５、４１０、および／または４１５のうちの１つまたは複数の態様の例であ
り得る。他の例において、装置７０５は、中心ノードとして構成され得、および、図１お
よび図２のうちのいずれかに関連して説明される中心ノード１３０のうちの１つまたは複
数の態様の例であり得る。装置７０５－ａのコンポーネントの各々は、互いと通信状態に
あり得る。
【００７４】
　[0088]装置７０５－ａのコンポーネントは、個々にまたは全体で、ハードウェア内の適
用可能な機能のうちの一部または全部を実行するように好適化された１つまたは複数のＡ
ＳＩＣを使用して実装され得る。代替として、機能は、１つまたは複数の集積回路上で、
１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行され得る。他の例におい
て、他のタイプの集積回路が使用され得（例えば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）、
それらは、当業界において知られるいずれかの方法でプログラミングされ得る。各ユニッ
トの機能はまた、全体または一部分が、１つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセ
ッサによって実行されるようにフォーマット化された、メモリ内において具現化された命
令とともに実装され得る。
【００７５】
　[0089]幾つかの例において、ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５－ａは、信号８０
４を介して、信号８０２を介して受信された１つまたは複数のメッセージを受信機７０５
－ａから受信し得る。ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５－ａは、信号８０６を介し
て、送信機７１５－ａに１つまたは複数のメッセージを送信し得る。幾つかの例において
、ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５－ａは、メトリックコンポーネント８０５、Ｅ
Ｄレベル決定ユニット８１０、および／またはＥＤレベルアナウンスメントコンポーネン
ト８１０を含み得る。メトリックコンポーネント８０５はまた、本明細書においてはメト
リック解析器と呼ばれ得る。図８は、コンポーネント８０５、８１０、および８１５の各
々によって実行される機能の具体例を示す一方で、コンポーネント８０５、８１０、およ
び８１５の各々によって実行される機能は、幾つかの場合は、１つまたは複数の他のコン
ポーネントを使用して結合、分割、または実装され得る。
【００７６】
　[0090]幾つかの例において、メトリックコンポーネント８０５は、１つまたは複数のメ
トリックを（例えば、受信機７１０－ａを介して）受信するために使用され得る。メトリ
ックコンポーネント８０５は、そのＢＳＳ内のノードが多大に干渉を受けているかどうか
を決定するためにメトリックを解析し得る。メトリックコンポーネント８０５はまた、そ
のＢＳＳ内の他のノードが多大に干渉を受けているかどうかを決定し得る。メトリックコ
ンポーネント８０５はまた、１つまたは複数の干渉物を特定し得る。
【００７７】
　[0091]ＥＤレベル決定ユニット８１０は、干渉を低減させるＥＤしきいレベルを決定し
得る。ＥＤレベル決定ユニット８１０は、共通のＥＤレベルの調整または選択的ＥＤレベ
ル調整のいずれを使用すべきかを選択し得る。ＥＤレベル決定ユニット８１０が共通のＥ
Ｄレベルの調整を使用することを決定した場合は、ＥＤレベル決定ユニット８１０は、中
央集中型方法または同調型方法のいずれを使用すべきかを決定し得る。装置７０５－ａが
中心ノードである例においては、装置７０５－ａは、中央集中型方法を使用し得る。
【００７８】
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　[0092]ＥＤレベルアナウンスメントコンポーネント８１５は、いずれのノードおよび／
または干渉物がＥＤしきいレベル調整に含まれているかを特定しおよび１つまたは複数の
新しいＥＤしきいレベルも特定する１つまたは複数のＥＤレベル設定要素を生成し得る。
ＥＤレベルアナウンスメントコンポーネント８１５は、送信機７２０－ａを介して、ＥＤ
レベル設定要素を送信し得る。送信機７２０－ａは、ブロードキャスト、ユニキャスト、
またはマルチキャストフレームを使用してＥＤレベル設定要素を送信し得る。幾つかの例
において、ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５－ａはまた、共通のＥＤしきいレベル
に合わせて調整することに含まれている１つまたは複数の他のＡＰを特定するために使用
されるしきい範囲を決定する範囲検出器を含み得る。
【００７９】
　[0093]図９を参照し、ワイヤレス通信ネットワークにおいてＥＤしきいレベルを調整す
るために構成されたアクセスポイントまたはＡＰ１０５－ｆを示す
概略図９００が示される。幾つかの態様において、ＡＰ１０５－ｆは、図１乃至図３のＡ
Ｐ１０５の例であり得る。ＡＰ１０５－ｆは、プロセッサ９１０と、メモリコンポーネン
ト９２０と、トランシーバコンポーネント９３０と、アンテナ９４０と、ＡＰ　ＥＤレベ
ルコンポーネント７１５－ｂと、を含み得る。ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５－
ｂは、図７および図８のＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５の例であり得る。幾つか
の例において、ＡＰ１０５－ｆはまた、ＡＰ通信コンポーネント９６０およびネットワー
ク通信コンポーネント９７０のうちの１つまたは両方を含み得る。これらのコンポーネン
トの各々は、少なくとも１つバス９０５を通じて、直接または間接的に、互いと通信状態
にあり得る。
【００８０】
　[0094]メモリコンポーネント９２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と、読み取
り専用メモリ（ＲＯＭ）と、を含み得る。メモリコンポーネント９２０はまた、実行され
ると、例えば、ＥＤしきいレベルを調整するために本明細書において説明される様々な機
能を実行することをプロセッサ９１０に行わせるように構成される命令を含む、コンピュ
ータ可読の、コンピュータ実行可能なソフトウェア（ＳＷ）コード９２５を格納し得る。
代替として、ソフトウェアコード９２５は、プロセッサ９１０によって直接実行可能であ
り得ず、例えば、コンパイルおよび実行されたときに、本明細書において説明される機能
を実行することをコンピュータに行わせるように構成され得る。
【００８１】
　[0095]プロセッサ９１０は、インテリジェントなハードウェアデバイス、例えば、中央
処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、等を含み得る。プロセッサ９１
０は、トランシーバコンポーネント９３０、ＡＰ通信コンポーネント９６０、および／ま
たはネットワーク通信コンポーネント９７０を通じて受信された情報を処理し得る。プロ
セッサ９１０はまた、アンテナ９４０を通じての送信のためにトランシーバコンポーネン
ト９３０に、ＡＰ通信コンポーネント９６０に、および／またはネットワーク通信コンポ
ーネント９７０に送信されるべき情報を処理し得る。プロセッサ９１０は、単独でまたは
ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５－ｂと連繋して、調整可能なＥＤレベルを許容す
ることによってスループットおよびＰＥＲを向上させることに関連する様々な態様を処理
し得る。
【００８２】
　[0096]ＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５－ｂは、スケジューラ９４５を含み得る
。スケジューラ９４５は、決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整を実
行するためのタイムスケジュールを決定し得る。タイムスケジュールは、単一の時間ウィ
ンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ継続時間、または周期的な時間ウィンドウ開始時
間、周期的な時間ウィンドウ継続時間、期間、および期間の数のいずれかを特定し得る。
トランシーバコンポーネント９３０は、スケジューラ９４５が決定するタイムスケジュー
ルを送信し得、それは、ＥＤレベル設定要素内に含められ得る。
【００８３】
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　[0097]トランシーバコンポーネント９３０は、パケットを変調して送信のためにアンテ
ナ９４０に変調されたパケットを提供するように、および、アンテナ９４０から受信され
たパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。トランシーバコンポーネント
９３０は、少なくとも１つ送信機および少なくとも１つ別個の受信機として実装され得る
。トランシーバコンポーネント９３０は、例えば、図１において示されるように、アンテ
ナ９４０を介して、少なくとも１つ無線局１１０と双方向で通信するように構成され得る
。ＡＰ１０５－ｆは、典型的には、複数のアンテナ９４０（例えば、アンテナアレイ）を
含み得る。ＡＰ１０５－ｆは、ネットワーク通信コンポーネント９７０を通じて中心ノー
ド１３０－ｂと通信し得る。ＡＰ１０５－ｆは、ＡＰ通信コンポーネント９６０を使用し
て、アクセスポイント１０５－ｇおよびアクセスポイント１０５－ｈのような他のＡＰと
通信し得る。
【００８４】
　[0098]図９のアーキテクチャにより、ＡＰ１０５－ｆは、通信管理コンポーネント９５
０をさらに含み得る。通信管理コンポーネント９５０は、図１のＷＬＡＮネットワーク１
００において示されるように局および／または他のデバイスとの通信を管理し得る。通信
管理コンポーネント９５０は、バスまたは複数のバス９０５を介してＡＰ１０５－ｆの他
のコンポーネントのうちの一部または全部と通信状態にあり得る。代替として、通信管理
コンポーネント９５０の機能は、トランシーバコンポーネント９３０のコンポーネントと
して、コンピュータプログラム製品として、および／またはプロセッサ９１０の少なくと
も１つコントローラ要素として実装され得る。
【００８５】
　[0099]ＡＰ１０５－ｆのコンポーネントは、図１乃至図８に関して上述される態様を実
装するように構成され得、および、それらの態様は、簡潔化のためにここでは繰り返され
得ない。さらに、ＡＰ１０５－ｆのコンポーネントは、以下において図１０乃至図１４に
関して説明される態様を実装するように構成され得、および、それらの態様は簡潔化のた
めにここでは繰り返され得ない。
【００８６】
　[0100]図１０は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための局内での使用の
ための装置１００５のブロック図１０００を示す。幾つかの例において、装置１００５は
、図１に関連して説明される無線局１１０のうちの１つまたは複数の態様の例および／ま
たは図２乃至図４に関連して説明されるノード１０５、４０５、４１０、および／または
４１５のうちの１つまたは複数の態様の例であり得る。装置１００５はまた、プロセッサ
であり得、または、プロセッサを含み得る。装置１００５は、受信機１０１０、局ＥＤレ
ベル調整コンポーネント１０１５、および／または送信機１０２０を含み得る。これらの
コンポーネントの各々は、互いと通信状態にあり得る。
【００８７】
　[0101]装置１００５は、受信機１０１０、局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５、
および／または送信機１０２０を通じて、本明細書において説明される機能を実行するよ
うに構成され得る。例えば、装置１００５は、それ自体のＥＤしきいレベルを調整するよ
うにまたはそれらのＥＤしきいレベルを調整するために他のノードにシグナリングするよ
うに構成され得る。
【００８８】
　[0102]装置１００５のコンポーネントは、個々にまたは全体で、ハードウェア内の適用
可能な機能のうちの一部または全部を実行するように好適化された１つまたは複数のＡＳ
ＩＣを使用して実装され得る。代替として、機能は、１つまたは複数の集積回路上で、１
つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行され得る。他の例において
、他のタイプの集積回路が使用され得（例えば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）、そ
れらは、当業界において知られるいずれかの方法でプログラミングされ得る。各コンポー
ネントの機能はまた、全体または一部分が、１つまたは複数の汎用または特定用途向けプ
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ロセッサによって実行されるようにフォーマット化された、メモリ内において具現化され
た命令とともに実装され得る。
【００８９】
　[0103]受信機１０１０は、様々な情報チャネル（例えば、制御チャネル、データチャネ
ル、等）に関連するパケット、ユーザデータ、および／または制御信号１００２（すなわ
ち、送信物）のような様々なタイプの情報を受信し得る。例えば、受信機１０１０は、干
渉を引き起こし得るおよび／またはＥＤレベル設定要素である信号１００２を受信するよ
うに構成され得る。情報は、局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５に、およびデバイ
ス１００５の他のコンポーネントに渡され得る。幾つかの例において、局ＥＤレベル調整
コンポーネント１０１５は、図１において示されるようなＥＤレベル調整器１４０の例で
あり得る。
【００９０】
　[0104]局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５は、受信機１０１０から様々なタイプ
のデータおよび／または制御信号１００４を受信し、装置１００５が干渉を受けていると
決定するためにそれを使用し得る。局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５は、メトリ
ックを生成し、装置１００５にサービスを提供するＡＰにそれらのメトリックを送信し得
る。局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５はまた、受信機１０１０を介して、装置１
００５が使用するように要求されるＥＤしきいレベルを特定するＥＤレベル設定要素を受
信し得る。幾つかの例において、局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５は、例えば、
受信機１０１０および信号１００２を介して、装置１００５を干渉物として特定する干渉
物のレポートを受信することによって、装置１００５が干渉を引き起こしていると決定し
得る。局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５は、ＥＤレベル設定要素内で特定された
新しいＥＤしきいレベルに合わせてその以前のＥＤしきいレベルを調整し得る。局ＥＤレ
ベル調整コンポーネント１０１５は、送信機７２０に様々なタイプのデータおよび／また
は制御信号１００６を提供し得る。局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５は、送信機
１０２０に様々なタイプのデータおよび／または制御信号１００６を転送し得る。幾つか
の例において、信号１００６は、ＥＤレベル設定要素を含み得る。
【００９１】
　[0105]送信機１０２０は、装置１００５の他のコンポーネントから受信された１つまた
は複数の信号１００６を送信し得る。送信機１０２０は、図１に関連して説明されるワイ
ヤレス通信システム１００の１つまたは複数の通信リンク１２５のようなワイヤレス通信
システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または制
御信号（すなわち、送信物）を送信するために使用され得る。信号１００８は、信号１０
０６に少なくとも部分的に基づき得る。送信機１０２０は、干渉物のレポート、１つまた
は複数のメトリック、肯定応答、要求、および／またはＥＤレベル設定要素を送信し得る
。幾つかの例において、送信機１０２０は、トランシーバコンポーネント内で受信機１０
１０と共配置され得る。送信機１０２０は、単一のアンテナを含み得、または、複数のア
ンテナを含み得る。
【００９２】
　[0106]図１１は、様々な例による、ワイヤレス通信のために無線局で使用される装置１
００５－ａのブロック図１１００を示す。装置１００５－ａは、図１に関連して説明され
る無線局１１０のうちの１つまたは複数の態様の例および／または図２乃至図４に関連し
て説明されるノード１０５、４０５、４１０、および／または４１５のうちの１つまたは
複数の態様の例であり得る。それ
はまた、図１０に関連して説明される装置１００５の例であり得る。装置１００５－ａは
、受信機１０１０および送信機１０２０のそれぞれの例であり得る受信機１０１０－ａお
よび／または送信機１０２０－ａを含み得、および、図１０に関連して前述されるように
（例えば、信号１１０２および１１０８をそれぞれ介して）動作を実行するように構成さ
れ得る。装置１００５－ａはまた、局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５－ａを含み
得る。装置１００５－ａはまた、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々
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は、互いと通信状態にあり得る。受信機１０１０－ａおよび送信機１０２０－ａは、それ
ぞれ、図１０の受信機１０１０および送信機１０２０の機能を実行し得る。
【００９３】
　[0107]装置１００５－ａのコンポーネントは、個々にまたは全体で、ハードウェア内の
適用可能な機能のうちの一部または全部を実行するように好適化された１つまたは複数の
ＡＳＩＣを使用して実装され得る。代替として、機能は、１つまたは複数の集積回路上で
、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実行され得る。他の例にお
いて、他のタイプの集積回路が使用され得（例えば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）
、それらは、当業界において知られるいずれかの方法でプログラミングされ得る。各ユニ
ットの機能はまた、全体または一部分が、１つまたは複数の汎用または特定用途向けプロ
セッサによって実行されるようにフォーマット化された、メモリ内において具現化された
命令とともに実装され得る。
【００９４】
　[0108]幾つかの例において、局ＥＤレベルコンポーネント１０１５－ａは、信号１１０
４を介して、信号１１０２を介して受信された１つまたは複数のメッセージを受信機１０
０５－ａから受信し得る。局ＥＤレベルコンポーネント１０１５－ａは、信号１１０６を
介して、送信機１０１５－ａに１つまたは複数のメッセージを送信し得る。幾つかの例に
おいて、局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５－ａは、メトリックコンポーネント１
１０５と、干渉検出コンポーネント１１１０と、ＥＤレベル調整コンポーネント１１１５
と、を含む。
図１１は、コンポーネント１１０５、１１１０、および１１１５の各々によって実行され
る機能の具体例を示す一方で、コンポーネント１１０５、１１１０、および１１１５の各
々によって実行される機能は、幾つかの場合は、１つまたは複数の他のコンポーネントを
使用して結合、分割、または実装され得る。
【００９５】
　[0109]幾つかの例において、メトリックコンポーネント１１０５は、（例えば、受信機
７１０－ａを介して）１つまたは複数の受信された信号を介して、信号強度およびチャネ
ルの品質に関連する１つまたは複数の性能メトリックを検出するために使用され得る。メ
トリックコンポーネント１１０５は、干渉検出コンポーネント１１１０にメトリックを提
供し得る。
【００９６】
　[0110]干渉検出コンポーネント１１１０は、装置１００５－ａが多大に干渉を受けてい
るかどうかを決定するためにメトリックを解析し得る。干渉検出コンポーネント１１１０
はまた、近隣ノードのような他のノードが多大に干渉を受けているかどうかを決定し得る
。干渉検出コンポーネント１１１０はまた、１つまたは複数の干渉物を特定し得る。幾つ
かの例において、干渉検出コンポーネント１１１０は、サービスを提供するＡＰへの送信
のために送信機１０２０－ａにメトリックを単に転送する。
【００９７】
　[0111]ＥＤレベル調整コンポーネント１１１５は、干渉を低減させるかまたは装置１０
０５－ａにおいて（受信機１０１０－ａを介して）受信されたＥＤレベル設定要素内で特
定されるＥＤしきいレベルを決定し得る。ＥＤレベル調整コンポーネント１１１５は、受
信されたＥＤレベル設定要素が装置１００５－ａに適用されるかどうかを確認し得る。例
えば、ＥＤレベル調整コンポーネント１１１５は、装置１００５－ａがＥＤレベル設定要
素内で特定された範囲しきい値内にあるかどうかを決定し得る。ＥＤレベル調整コンポー
ネント１１１５は、１つまたは複数のＥＤレベル設定要素内で受信された情報に基づいて
ＥＤしきいレベル調整を実行し得る。ＥＤレベル設定要素は、送信機１０２０－ａを介し
て、１つまたは複数の受信されたＥＤレベル設定要素を転送し得る。送信機１０２０－ａ
は、ブロードキャスト、ユニキャスト、またはマルチキャストフレームを使用してＥＤレ
ベル設定要素を送信し得る。
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【００９８】
　[0112]図１２を参照し、ＥＤしきいレベルを調整するために構成された無線局１１０－
ｂを示す概略図１２００が示される。無線局１１０－ｂは、様々な他の構成を有し得、お
よび、パーソナルコンピュータ（例えば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコン
ピュータ、タブレットコンピュータ、等）、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルビデオレコーダ
（ＤＶＲ）、インターネット機器、ゲームプレイコンソール、電子リーダー、等内に含め
られ得またはそれらの一部であり得る。無線局１１０－ｂは、移動動作を容易にするため
に、小型バッテリのような内部電源を有し得る。無線局１１０－ｂは、図１に関連して説
明される無線局１１０の例および／または図２乃至図４に関連して説明されるノード１０
５、４０５、４１０、および／または４１５の１つまたは複数の態様の例であり得る。
【００９９】
　[0113]無線局１１０－ｂは、プロセッサ１２１０と、メモリコンポーネント１２１５と
、トランシーバコンポーネント１２３５と、アンテナ１２４５と、局ＥＤレベル調整コン
ポーネント１０１５－ｂと、を含み得る。局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５－ｂ
は、図１０および図１１の局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５の例であり得る。こ
れらのコンポーネントの各々は、少なくとも１つバス１２０５を通じて、直接または間接
的に、互いと通信状態にあり得る。
【０１００】
　[0114]メモリコンポーネント１２１５は、ＲＡＭとＲＯＭとを含み得る。メモリコンポ
ーネント１２１５は、実行されると、ＥＤしきいレベルを調整するための本明細書におい
て説明される様々な機能を実行することをプロセッサ１２１０に行わせるように構成され
る命令を含む、コンピュータ可読の、コンピュータ実行可能なソフトウェアコード１２２
０を格納し得る。メモリコンポーネント１２１５はまた、ＥＤしきいレベル１２５０を格
納し得る。ＥＤしきいレベル１２５０は、無線局１１０－ｂが共通のまたは共同のＥＤし
きいレベルに合わせてＥＤしきいレベルを調整したときに更新され得る。代替として、ソ
フトウェアコード１２２０は、プロセッサ１２１０によって直接実行可能であり得ず、（
例えば、コンパイルおよび実行されたときに）本明細書において説明される機能を実行す
ることをコンピュータに行わせるように構成され得る。
【０１０１】
　[0115]プロセッサ１２１０は、インテリジェントなハードウェアデバイス、例えば、Ｃ
ＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、等を含み得る。プロセッサ１２１０は、トラン
シーバコンポーネント１２３５を通じて受信されたおよび／またはアンテナ１２４５を通
じての送信のためにトランシーバコンポーネント１２３５に送信されるべき情報を処理し
得る。プロセッサ１２１０は、単独でまたは局ＥＤレベル調整コンポーネント１０１５－
ｂと連繋して、調整可能なＥＤレベルを許容することによってスループットおよびＰＥＲ
を向上させるための様々な態様を処理し得る。
【０１０２】
　[0116]トランシーバコンポーネント１２３５は、図１乃至図３のＡＰと双方向で通信す
るように構成され得る。トランシーバコンポーネント１２３５は、少なくとも１つの送信
機および少なくとも１つの別個の受信機として実装され得る。トランシーバコンポーネン
ト１２３５は、パケットを変調して送信のためにアンテナ１２４５に変調されたパケット
を提供するように、および、アンテナ１２４５から受信されたパケットを復調するように
構成されたモデムを含み得る。無線局１１０－ｂは、単一のアンテナを含み得る一方で、
無線局１１０－ｂが複数のアンテナ１２４５を含み得る態様が存在し得る。
【０１０３】
　[0117]図１２のアーキテクチャにより、無線局１１０－ｂは、通信管理コンポーネント
１２２５をさらに含み得る。通信管理コンポーネント１２２５は、様々なアクセスポイン
トとの通信を管理し得る。通信管理コンポーネント１２２５は、少なくとも１つのバス１
２０５を通じて無線局１１０－ｂの他のコンポーネントのうちの一部または全部と通信状
態にある無線局１１０－ｂのコンポーネントであり得る。代替として、通信管理コンポー
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ネント１２２５の機能は、トランシーバコンポーネント１２３５のコンポーネントとして
、コンピュータプログラム製品として、および／またはプロセッサ１２１０の少なくとも
１つコントローラ要素として実装され得る。
【０１０４】
　[0118]無線局１１０－ｂのコンポーネントは、図１乃至図１１に関して上述される態様
を実装するように構成され得、および、それらの態様は、簡潔化のためにここでは繰り返
され得ない。さらに、無線局１１０－ｂのコンポーネントは、以下で図１３および図１４
に関して説明される態様を実装するように構成され得、および、それらの態様は、簡潔化
のためにここでは繰り返され得ない。
【０１０５】
　[0119]図１３は、エネルギー検出レベルを決定およびシグナリングするための方法１３
００のフローチャートである。明確化のため、方法１３００は、図１乃至図４、図９、お
よび／または図１２のうちのいずれかに関連して説明される中心ノード１３０、ＡＰ１０
５、または無線局１１５（例えば、ノード）のうちの１つまたは複数の態様、および、図
７および／または図１０に関連して説明される装置７０５または１００５のうちの１つま
たは複数の態様に適用し得る。幾つかの例において、ノードまたは装置は、以下において
説明される機能を実行するためのノードまたは装置の機能上の要素を制御するためのコー
ドの１つまたは複数の組を実行し得る。
【０１０６】
　[0120]ブロック１３０５において、方法１３００は、第１のノードによって、第１のノ
ードに関するメトリックに少なくとも部分的に基づいて無線ネットワークの第２のノード
に関するＥＤしきいレベルを決定することを含み得る。ブロック１３０５における動作は
、図７乃至図９のうちのいずれかに関連して説明されるＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント
７１５および／または図１０乃至図１２のうちのいずれかに関連して説明される局ＥＤレ
ベルコンポーネント１０１５を使用して実行され得る。幾つかの例において、ＥＤしきい
レベルを決定することは、第１のノードによって、ノードのグループに関するＥＤしきい
レベルを決定することをさらに含み得、ここにおいて、第２のノードは、ノードのグルー
プの一部であり、および、ここにおいて、ＥＤレベル設定要素は、ノードのグループを特
定するグループインジケータをさらに備える。
【０１０７】
　[0121]ブロック１３１０において、方法１３００は、第１のノードから第２のノードに
、決定されたＥＤしきいレベルを示すＥＤレベル設定要素をシグナリングすることを含み
得る。ブロック１３１０における動作は、図７乃至図９のうちのいずれかに関連して説明
されるＡＰ　ＥＤレベルコンポーネント７１５および／または図１０乃至図１２のうちの
いずれかに関連して説明される局ＥＤレベルコンポーネント１０１５を使用して実行され
得る。幾つかの例において、ＥＤレベル設定要素をシグナリングすることは、プライマリ
チャネルおよび少なくとも１つのセカンダリチャネル上でＥＤレベル設定要素をシグナリ
ングすることをさらに含み得る。ＥＤレベル設定要素をシグナリングすることは、第１の
ノードによって、無線ネットワークのアクセスポイントのすべてのサービスが提供される
ノードに関する共通のＥＤしきいレベルを調整するようにアクセスポイントに命令するＥ
Ｄレベル設定要素をアクセスポイントに送信することをさらに含み得る。ＥＤレベル設定
要素をシグナリングすることは、無線ネットワーク内の他のアクセスポイントにＥＤレベ
ル設定要素を含むアナウンスメントメッセージを転送することをさらに含み得る。ＥＤレ
ベル設定要素は、ビーコン、および／またはプローブ関連性要求および応答内でシグナリ
ングされ得る。
【０１０８】
　[0122]一例において、方法１３００は、第２のノードによって、ワイヤレス通信ネット
ワーク内の１つまたは複数のノードに第２のノードのＥＤレベル調整能力をシグナリング
することをさらに含み得る。幾つかの例において、方法１３００は、第１のノードによっ
て、ワイヤレス通信ネットワーク内の、サービスを提供するＡＰを含む１つまたは複数の
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ノードに第１のノードのＥＤレベル調整能力をシグナリングすることを含み得る。例えば
、第２のノードは、第２のノードがＥＤレベル調整能力を有することを事前に第１のノー
ドに知らせ得、このため、第１のノードは、第２のノードにＥＤレベル設定要素を送信す
る。別の例において、第１のノード、例えば、ＡＰ、は、そのＥＤレベル調整能力をブロ
ードキャストし得、および、第２のノード、例えば、ＥＤレベル調整能力を有するＳＴＡ
、は、関連性のためにＡＰを選択することを決定するときに第１のノードにより高い優先
権を与え得る。
【０１０９】
　[0123]方法１３００はまた、決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整
を実行するためのタイムスケジュールをシグナリングすることを含み得る。タイムスケジ
ュールは、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ継続時間または周期的
な時間ウィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間、期間、および期間の数の
いずれかを特定し得る。さらに、方法１３００はまた、範囲しきい値をシグナリングする
ことを含み得、ここにおいて、範囲しきい値内にある追加のノードは、ＥＤしきいレベル
に従うように命令され、ここにおいて、範囲しきい値は、第１のノードからの地理上の半
径および／または第１のノードからのホップカウントしきい値のうちの１つまたは両方を
特定する。
【０１１０】
　[0124]幾つかの例において、ＥＤレベル設定要素は、ユニキャストまたはマルチキャス
トフレーム内で受信されたＥＤレベル設定要素に応答してブロードキャスト無視継続時間
の間ブロードキャストフレーム内のＥＤレベル設定要素を無視するように第２のノードに
命令するブロードキャスト無視継続時間をさらに備える。
【０１１１】
　[0125]方法１３００はまた、第１のノードにおいて、無線ネットワーク内の他のノード
からメトリックを収集することを含み得、ここにおいて、ＥＤしきいレベルを決定するこ
とは、他のノードから収集されたメトリックに少なくとも部分的に基づく。方法１３００
は、第１のノードによって、無線ネットワーク内の他のノードのしきい数が干渉を受ける
ときに他のノードにＥＤしきいレベルを適用することをさらに含み得る。この例において
、第１のノードは、中心ノードであり得る。別の例において、方法１３００は、第１のノ
ードによって、無線ネットワークのアクセスポイントのすべてのサービスが提供されるノ
ードに関して共通のＥＤしきいレベルを調整するようにアクセスポイントに命令するＥＤ
レベル設定要素をアクセスポイントに送信することを含み得る。さらなる例において、方
法１３００は、アクセスポイントによって、無線ネットワーク内の他のアクセスポイント
にＥＤレベル設定要素を転送することを含み得る。
【０１１２】
　[0126]さらに、方法１３００は、第１のノードによって、近隣ノードに関する干渉状態
を決定することをさらに含み得る。他の例において、方法１３００は、干渉状態に少なく
とも部分的に基づいてＥＤしきいレベルに合わせて少なくとも１つ近隣ノードのＥＤしき
いレベルを調整するために、第１のノードによって、近隣ノードのうちの少なくとも１つ
にＥＤレベル設定要素を送信することをさらに含む。干渉状態は、近隣ノードが第１のノ
ードの受信機に対する干渉物であるかどうかを含み得る。
【０１１３】
　[0127]方法1３００はまた、第１のノードによって、ＥＤしきいレベルに合わせて第２
のノードの元のＥＤしきいレベルを調整することを含み得る。幾つかの例において、方法
１３００は、第１のノードのＥＤしきいレベルを調整することを含む。
【０１１４】
　[0128]幾つかの例において、第２のノードに関するＥＤしきいレベルを決定することは
、第１のノードによって、第１のノードからのＲＳＳＩに関するｄＢの量として第２のノ
ードに関するＥＤしきいレベルを決定することをさらに含み得、ここにおいて、ＲＳＳＩ
は、ＥＤレベル設定要素を搬送するフレームまたは第１のノードからのいずれかのフレー
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ムによって決定されることができる。例えば、ＥＤしきいレベルは、第１のノードからの
ＲＳＳＩに関するＸｄＢとして決定され得る。方法１３００の別の例は、ＥＤレベル設定
要素を搬送するフレームまたは第１のノードによって送信された別のフレームのうちの１
つからのＲＳＳＩを決定することを含み、ここにおいて、ＥＤレベル設定要素をシグナリ
ングすることは、第２のノードのＥＤしきいレベルをＲＳＳＩに関するデシベル（ｄＢ）
の量だけ調整するように第２のノードに命令するためにＲＳＳＩに関するｄＢの量をシグ
ナリングすることをさらに備える。
【０１１５】
　[0129]さらに別の例において、方法１３００は、ＢＳＳ内の全ノードを少なくとも２つ
のグループに分類することをさらに含み得る。幾つかの例において、ＢＳＳは、第２のノ
ードを含む。方法１３００は、各グループに関する異なるＥＤしきいレベルを決定するこ
とをさらに含み得る。方法１３００はまた、ＢＳＳにサービスを提供するアクセスポイン
トに各グループに関する異なるＥＤしきいレベルを示す第２のＥＤレベル設定要素をシグ
ナリングすることを含み得る。幾つかの例において、ＢＳＳ内の全ノードを少なくとも２
つのグループに分類することは、ＢＳＳ内の各ノードに関して、ノードの性能メトリック
がしきい値を超えるかどうかを決定することをさらに含み得る。性能メトリックは、ノー
ドのスループット、ノードのパケット誤り率、アクセス遅延、再試行率、パケットレイテ
ンシー、ＡＰおよびノードへのまたはＡＰおよびノードからの信号強度のうちの少なくと
も１つ、またはそれらの組み合わせ、を含み得る。方法はまた、しきい値を超える性能メ
トリックを有する各ノードを第１のグループに分類することと、しきい値を下回る性能メ
トリックを有する各ノードを第２のグループに分類することと、をさらに含み得る。例え
ば、ＡＰに関連する全ノードは、異なるグループとアクセスポイントとの通信に対して適
用される異なるＥＤレベルを有する異なるグループに分類されることができる。ＡＰは、
グループに関するＥＤレベル設定要素を使用してそのグループに１つのグループごとの共
通のＥＤレベルをシグナリングし得る。
【０１１６】
　[0130]幾つかの例において、ＢＳＳ内の全ノードを分類することは、無線ネットワーク
内の全アクセスポイント間での共通の取り決めに基づいてＢＳＳ内の各ノードを分類する
ことをさらに含み得る。方法１３００は、ノードのグループに基づいてノードの各々に専
用リソースを割り振ること、ここにおいて、専用リソースは、無線ネットワーク内の全ア
クセスポイント間での共通の取り決めに基づいて割り振られる、と、グループに関するＥ
Ｄレベル設定要素を介してグループに専用リソースをシグナリングすることと、をさらに
含み得る。
例えば、ノードグループは、異なる専用リソース（例えば、専用タイムスロット）を使用
してそれらの各々のＡＰと通信し得る。専用リソースは、ネットワーク内のアクセスポイ
ント間での共通の取り決めに基づいて割り振られ得る。１つのグループごとの専用リソー
スは、そのグループに関するＥＤレベル設定要素を介してそのグループにＡＰによってシ
グナリングされることができる。
【０１１７】
　[0131]本明細書において説明されるＥＤしきいレベル調整は、動的調整であり得る。例
えば、ＥＤしきいレベルは、変化するネットワーク状態に応じて調整され得る。エネルギ
ー検出しきいレベルが特定のレベルに予め設定される代わりに、本明細書において説明さ
れる技法、デバイス、およびシステムは、ＥＤしきいレベルが動的に調整されることを容
易にする。
【０１１８】
　[0132]図１４は、ワイヤレス通信システムにおいて１つまたは複数のエネルギー検出レ
ベルを調整するための方法１４００のフローチャートである。明確化のため、方法１４０
０は、図１乃至図４、図９、および／または図１２のうちのいずれかに関連して説明され
る中心ノード１３０、ＡＰ１０５、および無線局１１５（例えば、ノード）のうちの１つ
または複数の態様、および、図７および／または図１０に関連して説明される装置７０５
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または１００５のうちの１つまたは複数の態様に適用し得る。幾つかの例において、ノー
ドまたは装置は、以下において説明される機能を実行するためのノードまたは装置の機能
上の要素を制御するためのコードの１つまたは複数の組を実行し得る。
【０１１９】
　[0133]ブロック１４０５において、方法１４００は、第２の局からの第１の局における
干渉を検出する。方法１４００は、本明細書において説明される方法の数のうちのいずれ
かで干渉を検出し得る。ブロック１４１０において、方法１４００は、干渉を向上させる
ＥＤしきいレベルを決定する。幾つかの例において、方法１４００は、別の局またはＡＰ
からＥＤレベル設定要素を受信することを介してＥＤしきいレベルを決定する。
【０１２０】
　[0134]ブロック１４１５において、方法１４００は、共通のＥＤしきいレベルが他の局
またはＡＰに適用されるべきかどうかを決定する。これは、干渉がどの程度強いか、多大
に干渉を受けているＢＳＳ内の局の割合、他のノードがＥＤしきいレベルを調整すること
が可能であるかどうか、第１の局からの他のノードの距離、または同様の物、に基づいて
決定され得る。他の局またはＡＰが共通のＥＤしきいレベルを使用すべきでないと決定さ
れた場合は、方法１４００は、経路１４２０に沿ってブロック１４２５に進む。ブロック
１４２５において、方法１４００は、第２の局にＥＤレベル設定要素を送信することを介
して共通のＥＤしきいレベルに合わせて調整するように第２の局に命令することを含む。
【０１２１】
　[0135]少なくとも１つ他の局またはＡＰが共通のＥＤしきいレベルを使用すべきである
ことが決定された場合は、方法１４００は、経路１４３０に沿ってブロック１４３５に進
む。ブロック１４３５において、方法１４００は、第２の局におよびそのＥＤしきいレベ
ルを同じく調整すべきいずれかの近隣局にマルチグループＥＤレベル設定要素を送信する
ことを含み得る。ブロック１４４０において、方法１４００は、共通のＥＤしきいレベル
に合わせて第１の局のＥＤしきいレベルを調整することを含み得る。
【０１２２】
　[0136]本明細書において説明される例は、調整可能なＥＤレベルを許容することによっ
てスループットおよびＰＥＲを向上させるための方法を提供する。幾つかの例は、中央集
中型または同調型の共通のＥＤレベルの調整を提供する。さらなる例は、干渉を受けてい
る送信機と干渉している送信機との間で同調され得る選択的ＥＤ調整を提供する。デバイ
ス上のＥＤレベルを設定するために新しい情報要素が導入され得る。幾つかの例において
、ＥＤレベル情報要素は、ＡＰおよび／または局の異なるグループに関するＥＤレベルを
指定し得る。
【０１２３】
　[0137]本明細書において説明されるように、共通のＥＤしきい値が、ワイヤレス通信ネ
ットワーク全体にわたって最適化され得る。中心ノードが、ネットワーク内のＡＰから１
つのＢＳＳごとの性能メトリックを収集する。メトリックは、局スループットと、パケッ
ト誤り率と、媒体使用と、多大に干渉を受けている局の数と、を含み得る。中心ノードは
、ネットワーク内のほとんどの局が干渉を多大に受けている場合にまたは全体的な性能を
向上させるために共通のＥＤしきいレベルが見つかった場合に共通のＥＤしきいレベルを
調整するためにＡＰにＥＤレベル設定要素を送信し得る。中心ノードからアナウンスメン
トを受信後、ＡＰは、それの局が従うべき新しいＥＤレベルをブロードキャストし得る。
【０１２４】
　[0138]別の例において、各々の個々の送信機は、それ自体のＥＤしきい値を選択的に設
定し得、および、同調型調整でそれらのＥＤしきい値を変更するように近隣送信機に要求
し得る。例えば、干渉している送信ノードは、両方の送信ノードがＥＤ範囲内の互いの送
信を聞く（ｈｅａｒ）ことができるようにするためにそれ自体に関するおよび干渉を受け
ている送信ノードに関するＥＤしきい値を下げ得る。例えば、ＡＰは、ＢＳＳ内での干渉
状態を示すためにメトリックをブロードキャストし得る。ＡＰは、共通のＥＤしきいレベ
ルに合わせて調整するために近隣ＡＰにＥＤレベル設定要素を送信し得る。これで、他の
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ＡＰは、ＥＤレベル設定要素を転送し得る。ＥＤレベル設定要素を受信後、各ＡＰは、そ
のＢＳＳ内で新しいＥＤレベルおよび関連情報をブロードキャストし得る。
【０１２５】
　[0139]別の例において、選択的ＥＤレベル調整方法が提供される。受信ノードは、受信
ノードが多大に干渉を受けている場合に送信ノードに干渉を報告し得る。送信ノードは、
共同のＥＤレベルの調整を干渉物に要求し得る。従って、送信ノードおよび近隣の送信ノ
ードの両方が、ネットワーク性能を向上させるためにそれらのＥＤレベルを調整すること
ができる。
【０１２６】
　[0140]添付された図面に関連して上に記載される詳細な説明は、例示的な実施形態につ
いて説明するものであり、実装され得るまたは請求項の範囲内にある唯一の実施形態を表
すものではない。この説明全体を通じて使用される用語「例示的な」は、「例、実例、ま
たは例示として働くこと」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態よりも有利であ
る」ことは意味しない。詳細な説明は、説明される技法の理解を提供することを目的とし
た具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしで実
行され得る。幾つかの例において、周知の構造および装置は、説明される実施形態の概念
を不明瞭にすることを回避するためにブロック図の形で示される。
【０１２７】
　[0141]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表
され得る。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることがあるデータ、命令、コマン
ド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場、磁粒
子、光学場、光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１２８】
　[0142]本明細書における開示に関連して説明される様々な例示的な論理ブロックおよび
コンポーネントは、本明細書において説明される機能を実行するように設計された汎用プ
ロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、他のプログラマブ
ル論理デバイス、ディスクリートゲート論理、ディスクリートトランジスタ論理、ディス
クリートハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意組合せ、を使用して実装また
は実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替においては、
プロセッサは、従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ま
たはステートマシンであってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの
組合せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロ
セッサとの組合せ、ＤＳＰコアと関連する１つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、ま
たは任意の他のそのような構成、として実装され得る。
[0143]本明細書において説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行され
るソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせに実装され得る。プ
ロセッサによって実行されるソフトウェアに実装される場合は、それらの機能は、１つま
たは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体において格納され得またはコン
ピュータ可読媒体を通じて送信され得る。他の例および実施形態は、本開示および添付さ
れた請求項の範囲内にある。例えば、ソフトウェアの性質に起因して、上述される機能は
、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハード
ワイヤリング、またはこれらのいずれかの組み合わせを使用して実装されることができる
。機能を実装する特徴はまた、様々な位置に物理的に配置され得、機能の一部分が異なる
物理的場所において実装されるようにするために分散されることを含む。さらに、請求項
内を含む本明細書において使用される場合、項目のリスト（例えば、「～のうちの少なく
とも１つ」または「～のうちの１つまたは複数の」のような句によって始まる項目のリス
ト）において使用される「または」は、離接的リストを示し、従って、例えば、「Ａ、Ｂ
、またはＣのうちの少なくとも１つ」のリストは、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたは
ＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味する。
【０１２９】
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　[0144]コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、１つの場所から他へのコン
ピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と、の両方を含む。記
憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用
可能な媒体であり得る。例として、および限定することなしに、コンピュータ可読媒体は
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光学ディスクス
トレージ、磁気ディスクストレージまたはその他の磁気記憶デバイス、または、希望され
るプログラムコード手段を命令またはデータ構造の形態で搬送または格納するために使用
されることができおよび汎用または専用コンピュータ、または汎用または専用プロセッサ
によってアクセスされることができる任意の他の媒体、を備えることができる。さらに、
任意の接続は、コンピュータ可読媒体であると適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが
、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ）、ま
たは、赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術を使用してウェブサイト、サー
バ、または他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、よ
り対線、ＤＳＬは、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術は、媒体
の定義の中に含まれる。本明細書において用いられるときのディスク（ｄｉｓｋおよびｄ
ｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と、レーザーディスク（登録商標
）（ｄｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ
）（ｄｉｓｃ）と、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）と、ブルーレイディス
ク（ｄｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは通常は磁気的にデータを再生し、ｄｉｓ
ｃは、レーザを用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせも、コンピュータ可
読媒体の適用範囲内に含められる。
【０１３０】
　[0145]本開示の前の説明は、当業者が本開示を製造または使用することを可能にするた
めに提供される。本開示に対する様々な変更は、当業者にとって容易に明確になるであろ
う、および本明細書において定められる一般原理は、本開示の精神または適用範囲から逸
脱せずに他の変形に対して適用され得る。この開示全体を通じて、用語「例」または「例
示的な」は、例または実例を示し、注記される例に関する優先度を意味するものでも要求
するものでもない。以上のように、本開示は、本明細書において説明される例および設計
に限定されるものではなく、本明細書において開示される原理および新規の特徴に一致す
る限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月1日(2017.5.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法であって、
　第１のノードによって、前記第１のノードに関するメトリックに少なくとも部分的に基
づいて無線ネットワークの第２のノードに関するエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベルを
決定することと、
　前記第１のノードから前記第２のノードに、前記決定されたＥＤしきいレベルを示す第
１のＥＤレベル設定要素をシグナリングすることと、
　前記第２のノードを含む基本サービスセット（ＢＳＳ）内の全ノードを少なくとも２つ
のグループのノードに分類することと、
　ノードの各グループに関する異なるＥＤしきいレベルを決定することと、
　前記ＢＳＳにサービスを提供するアクセスポイントにノードの各グループに関する前記
異なるＥＤしきいレベルを示す第２のＥＤレベル設定要素をシグナリングすることと、を
備える、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　前記第１のノードおよび前記第２のノードのうちの少なくとも１つによって、前記無線
ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノードおよび前記第２のノードの
うちの前記少なくとも１つのＥＤレベル調整能力をシグナリングすることをさらに備える
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、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＥＤレベル設定要素は、前記第２のノードを含むノードの前記グループを特
定するグループインジケータをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のノードに関する前記ＥＤしきいレベルを決定することは、
　前記第１のノードによって、前記第１のノードからの受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）に
関するデシベル（ｄＢ）の量として前記第２のノードに関する前記ＥＤしきいレベルを決
定することをさらに備え、ここにおいて、前記ＲＳＳＩは、前記第１のＥＤレベル設定要
素を搬送するフレームまたは前記第１のノードからのいずれかのフレームによって決定さ
れることができる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のＥＤレベル設定要素を搬送するフレームまたは前記第１のノードによって送
信された別のフレームのうちの１つから受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）を決定することを
さらに備え、
　ここにおいて、前記第１のＥＤレベル設定要素をシグナリングすることは、前記第２の
ノードの前記ＥＤしきいレベルを前記ＲＳＳＩに関するデシベル（ｄＢ）の量だけ調整す
るように前記第２のノードに命令するために前記ＲＳＳＩに関するｄＢの前記量をシグナ
リングすることをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整を実行するためのタイム
スケジュールをシグナリングすることをさらに備え、ここにおいて、前記タイムスケジュ
ールは、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ継続時間または周期的な
時間ウィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間、期間、および期間の数のい
ずれかを特定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　範囲しきい値をシグナリングすることをさらに備え、ここおいて、前記範囲しきい値内
にある追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように命令され、ここにおいて、前
記範囲しきい値は、
　前記第１のノードからの地理上の半径、および、
　前記第１のノードからのホップカウントしきい値、
のうちの１つまたは両方を特定する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＥＤレベル設定要素は、ユニキャストまたはマルチキャストフレーム内で受信され
た前記第１のＥＤレベル設定要素に応答してブロードキャスト無視継続時間の間ブロード
キャストフレーム内の前記第１のＥＤレベル設定要素を無視するように前記第２のノード
に命令する前記ブロードキャスト無視継続時間をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のノードにおいて、前記無線ネットワーク内の他のノードからメトリックを収
集することをさらに備え、ここにおいて、前記ＥＤしきいレベルを決定することは、前記
他のノードから収集された前記メトリックに少なくとも部分的に基づく、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記第１のノードによって、前記無線ネットワーク内の前記他のノードのしきい数が干
渉を受けるときに前記他のノードに前記ＥＤしきいレベルを適用することをさらに備える
、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のノードによって、前記無線ネットワークのアクセスポイントのサービスが提
供される全ノードに関する共通のＥＤしきいレベルを調整するように前記アクセスポイン
トに命令する前記第１のＥＤレベル設定要素を前記アクセスポイントに送信することと、
　前記アクセスポイントによって、前記無線ネットワーク内の他のアクセスポイントに前
記第１のＥＤレベル設定要素を転送することと、をさらに備える、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２のノードを含む前記ＢＳＳ内の全ノードを少なくとも２つのグループのノード
に分類することは、
　前記ＢＳＳ内の各ノードに関して、前記ノードの性能メトリックがしきい値を超えるか
どうかを決定すること、ここにおいて、前記性能メトリックは、前記ノードのスループッ
ト、前記ノードのパケット誤り率、アクセス遅延、再試行率、パケットレイテンシー、前
記ノードとサービスを提供するアクセスポイントとの間の信号強度のうちの少なくとも１
つを含む、と、
　前記しきい値を超える前記性能メトリックを有する各ノードを第１のグループに分類す
ることと、
　前記しきい値を下回る前記性能メトリックを有する各ノードを第２のグループに分類す
ることと、をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＢＳＳ内の全ノードを分類することは、
　前記無線ネットワーク内の全アクセスポイント間での共通の取り決めに基づいて前記Ｂ
ＳＳ内の各ノードを分類すること、をさらに備える、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ノードの前記グループに基づいて前記ノードの各々に専用リソースを割り振ること
、ここにおいて、前記専用リソースは、前記無線ネットワーク内の全アクセスポイント間
での共通の取り決めに基づいて割り振られる、と、
　前記グループに関するＥＤレベル設定要素を介して前記グループに前記専用リソースを
シグナリングすることと、をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のノードによって、近隣ノードに関する干渉状態を決定すること、ここにおい
て、前記干渉状態は、近隣ノードが前記第１のノードの受信機に対する干渉物であるかど
うかを含む、と、
　前記干渉状態に少なくとも部分的に基づいて前記ＥＤしきいレベルに合わせて前記少な
くとも１つ近隣ノードの前記ＥＤしきいレベルを調整するために、前記第１のノードによ
って、前記近隣ノードのうちの少なくとも１つに前記第１のＥＤレベル設定要素を送信す
ることと、をさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のためのデバイスであって、
　無線ネットワークの第１のノードのメトリックに少なくとも部分的に基づいて前記第１
のノードに関するエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベルを決定し、前記第１のノードを含
む基本サービスセット（ＢＳＳ）内の全ノードを少なくとも２つのグループに分類し、お
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よび各グループに関する異なるＥＤしきいレベルを決定するためのＥＤレベル決定ユニッ
トと、
　前記決定されたＥＤしきいレベルを示す第１のＥＤレベル設定要素と前記ＢＳＳにサー
ビスを提供するアクセスポイントに各グループに関する前記異なるＥＤしきいレベルを示
す第２のＥＤレベル設定要素をシグナリングするための送信機と、を備える、Ｗｉ－Ｆｉ
ワイヤレス通信のためのデバイス。
【請求項１７】
　前記無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノードのＥＤレベル調
整能力をシグナリングするための前記送信機をさらに備える、
　請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１８】
　ノードの前記グループのうちの１つを特定するグループインジケータをさらに備える前
記ＥＤレベル設定要素をシグナリングするための前記送信機と、をさらに備える、
　請求項１６に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整を実行するためのタイム
スケジュールを決定するためのスケジューラ、ここにおいて、前記タイムスケジュールは
、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ継続時間または周期的な時間ウ
ィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間、期間、および期間の数のいずれか
を特定する、と、
　前記タイムスケジュールをシグナリングするための前記送信機と、をさらに備える、
　請求項１６に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記第１のノードからの地理上の半径および前記第１のノードからのホップカウントし
きい値のうちの１つを決定するための範囲検出器、ここにおいて、範囲しきい値内にある
追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように命令される、と、
　ユニキャストまたはマルチキャストフレーム内で受信された前記ＥＤレベル設定要素に
応答してブロードキャスト無視継続時間の間ブロードキャストフレーム内の前記ＥＤレベ
ル設定要素を無視するように前記第１のノードに命令する前記ブロードキャスト無視継続
時間を決定するためのスケジューラと、
　前記ブロードキャスト無視継続時間および前記範囲しきい値を送信するための前記送信
機と、
　前記無線ネットワーク内の他のノードからメトリックを収集し、前記メトリックを解析
し、および前記ＥＤレベル決定ユニットに前記メトリックを提供するためのメトリック解
析器と、
　前記メトリックに少なくとも部分的に基づいて前記ＥＤしきいレベルをさらに決定する
ための前記ＥＤレベル決定ユニットと、をさらに備える、
　請求項１６に記載のデバイス。
【請求項２１】
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的通信状態にあるメモリと、
　前記メモリに格納された命令と、を備え、ここにおいて、前記命令は、
　無線ネットワークの別のノードに関するメトリックに少なくとも部分的に基づいて前記
無線ネットワークのノードに関するエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベルを決定し、前記
別のノードを含む基本サービスセット（ＢＳＳ）内の全ノードを少なくとも２つのグルー
プに分類し、各グループに関する異なるＥＤしきいレベルを決定し、および、
　前記決定されたＥＤしきいレベルを示す第１のＥＤレベル設定要素と前記ＢＳＳにサー
ビスを提供するアクセスポイントに各グループに関する前記異なるＥＤしきいレベルを示
す第２のＥＤレベル設定要素をシグナリングするように前記プロセッサによって実行可能
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である、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための装置。
【請求項２２】
　前記命令は、
　前記無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードにＥＤレベル調整能力をシグナリン
グするように前記プロセッサによって実行可能である、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記命令は、
　範囲しきい値をシグナリングするように前記プロセッサによって実行可能であり、ここ
おいて、前記範囲しきい値内にある追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように
命令され、ここにおいて、前記範囲しきい値は、
　第１のノードからの地理上の半径、および、
　前記第１のノードからのホップカウントしきい値、のうちの１つまたは両方を特定する
、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記命令は、
　前記無線ネットワークのアクセスポイントのサービスが提供される全ノードに関する共
通のＥＤしきいレベルを調整するように前記アクセスポイントに命令する前記第１のＥＤ
レベル設定要素を前記アクセスポイントにシグナリングするように前記プロセッサによっ
て実行可能である、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的通信状態にあるメモリと、
　前記メモリに格納された命令と、を備え、ここにおいて、前記命令は、
　第１のノードによって、無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノ
ードのエネルギー検出（ＥＤ）レベル調整能力をシグナリングすることと、
　前記第１のノードによって、基本サービスセット（ＢＳＳ）のノードのグループに関す
る共通のＥＤしきいレベルを特定する第１のＥＤレベル設定要素を受信すること、ここに
おいて、前記ＢＳＳの前記第１のノードは、前記ＢＳＳの２つのグループのノードのうち
の１つに分類される、と、
　前記第１のノードによって、前記共通のＥＤしきいレベルに合わせてＥＤしきいレベル
を調整することと、
　前記第１のＥＤレベル設定要素からブロードキャスト無視継続時間を決定すること、こ
こにおいて、前記ブロードキャスト無視継続時間は、前記ブロードキャスト無視継続時間
中に前記第１のノードにおいて受信されるブロードキャストフレーム内の第２のＥＤレベ
ル設定要素を無視するように前記第１のノードに命令する、と、
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のた
めの方法。
【請求項２６】
　前記命令は、
　前記共通のＥＤしきいレベルが適用される範囲しきい値を決定することと、
　前記第１のノードが前記範囲しきい値内にあるかどうかを決定することと、を行うよう
に前記プロセッサによって実行可能であり、
　ここにおいて、前記共通のＥＤしきいレベルに合わせて前記ＥＤしきいレベルを調整す
ることは、前記第１のノードが前記範囲しきい値内にあるとの前記決定に基づく、
　請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
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　前記命令は、
　前記決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整を実行するためのタイム
スケジュールをシグナリングするように前記プロセッサによって実行可能であり、ここに
おいて、前記タイムスケジュールは、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィン
ドウ継続時間または周期的な時間ウィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間
、期間、および期間の数のいずれかを特定する、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２８】
　前記ＥＤレベル設定要素は、ユニキャストまたはマルチキャストフレーム内で受信され
た前記第１のＥＤレベル設定要素に応答してブロードキャスト無視継続時間の間ブロード
キャストフレーム内の前記第１のＥＤレベル設定要素を無視するように第２のノードに命
令する前記ブロードキャスト無視継続時間をさらに備える、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２９】
　前記命令は、
　前記無線ネットワーク内の他のノードからメトリックを収集すること、ここにおいて、
前記ＥＤしきいレベルを決定することは、前記他のノードから収集された前記メトリック
に少なくとも部分的に基づく、と、
　前記無線ネットワーク内の前記他のノードのしきい数が干渉を受けるときに前記他のノ
ードに前記ＥＤしきいレベルを適用することと、を行うように前記プロセッサによって実
行可能である、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項３０】
　前記別のノードを含む前記ＢＳＳ内の全ノードを少なくとも２つのグループに分類する
ように前記プロセッサによって実行可能な前記命令は、
　前記ＢＳＳ内の各ノードに関して、前記ノードの性能メトリックがしきい値を超えるか
どうかを決定すること、ここにおいて、前記性能メトリックは、前記ノードのスループッ
ト、前記ノードのパケット誤り率、アクセス遅延、再試行率、パケットレイテンシー、前
記ノードとサービスを提供するアクセスポイントとの間の信号強度のうちの少なくとも１
つを含む、と、
　前記しきい値を超える前記性能メトリックを有する各ノードを第１のグループに分類す
ることと、
　前記しきい値を下回る前記性能メトリックを有する各ノードを第２のグループに分類す
ることと、をさらに備える、
　請求項２１に記載の装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３０】
　[0145]本開示の前の説明は、当業者が本開示を製造または使用することを可能にするた
めに提供される。本開示に対する様々な変更は、当業者にとって容易に明確になるであろ
う、および本明細書において定められる一般原理は、本開示の精神または適用範囲から逸
脱せずに他の変形に対して適用され得る。この開示全体を通じて、用語「例」または「例
示的な」は、例または実例を示し、注記される例に関する優先度を意味するものでも要求
するものでもない。以上のように、本開示は、本明細書において説明される例および設計
に限定されるものではなく、本明細書において開示される原理および新規の特徴に一致す
る限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。
　以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
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　［Ｃ１］
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法であって、
　第１のノードによって、前記第１のノードに関するメトリックに少なくとも部分的に基
づいて無線ネットワークの第２のノードに関するエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベルを
決定することと、
　前記第１のノードから前記第２のノードに、前記決定されたＥＤしきいレベルを示すＥ
Ｄレベル設定要素をシグナリングすることと、を備える、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のた
めの方法。
　［Ｃ２］
　前記第１のノードおよび前記第２のノードのうちの少なくとも１つによって、前記無線
ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノードおよび前記第２のノードの
うちの少なくとも１つのＥＤレベル調整能力をシグナリングすることをさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　前記第２のノードに関する前記ＥＤしきいレベルを決定することは、
　前記第１のノードによって、ノードのグループに関する前記ＥＤしきいレベルを決定す
ることをさらに備え、ここにおいて、前記第２のノードは、ノードの前記グループの一部
であり、およびここにおいて、前記ＥＤレベル設定要素は、ノードの前記グループを特定
するグループインジケータをさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記第２のノードに関する前記ＥＤしきいレベルを決定することは、
　前記第１のノードによって、前記第１のノードからの受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）に
関するデシベル（ｄＢ）の量として前記第２のノードに関する前記ＥＤしきいレベルを決
定することをさらに備え、ここにおいて、前記ＲＳＳＩは、前記ＥＤレベル設定要素を搬
送する前記フレームまたは前記第１のノードからのいずれかのフレームによって決定され
ることができる、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ５］
　前記ＥＤレベル設定要素を搬送するフレームまたは前記第１のノードによって送信され
た別のフレームのうちの１つから受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）を決定することをさらに
備え、
　ここにおいて、前記ＥＤレベル設定要素をシグナリングすることは、前記第２のノード
の前記ＥＤしきいレベルを前記ＲＳＳＩに関するデシベル（ｄＢ）の量だけ調整するよう
に前記第２のノードに命令するために前記ＲＳＳＩに関するｄＢの前記量をシグナリング
することをさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ６］
　前記決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整を実行するためのタイム
スケジュールをシグナリングすることをさらに備え、ここにおいて、前記タイムスケジュ
ールは、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ継続時間または周期的な
時間ウィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間、期間、および期間の数のい
ずれかを特定する、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ７］
　範囲しきい値をシグナリングすることをさらに備え、ここおいて、前記範囲しきい値内
にある追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように命令され、ここにおいて、前
記範囲しきい値は、
　前記第１のノードからの地理上の半径、および、
　前記第１のノードからのホップカウントしきい値、
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のうちの１つまたは両方を特定する、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ８］
　前記ＥＤレベル設定要素は、ユニキャストまたはマルチキャストフレーム内で受信され
た前記ＥＤレベル設定要素に応答してブロードキャスト無視継続時間の間ブロードキャス
トフレーム内の前記ＥＤレベル設定要素を無視するように前記第２のノードに命令する前
記ブロードキャスト無視継続時間をさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記第１のノードにおいて、前記無線ネットワーク内の他のノードからメトリックを収
集することをさらに備え、ここにおいて、前記ＥＤしきいレベルを決定することは、前記
他のノードから収集された前記メトリックに少なくとも部分的に基づく、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　前記第１のノードによって、前記無線ネットワーク内の前記他のノードのしきい数が干
渉を受けるときに前記他のノードに前記ＥＤしきいレベルを適用することをさらに備える
、
　Ｃ９に記載の方法。
　［Ｃ１１］
　前記第１のノードによって、前記無線ネットワークのアクセスポイントのすべてのサー
ビスが提供されるノードに関する共通のＥＤしきいレベルを調整するように前記アクセス
ポイントに命令する前記ＥＤレベル設定要素を前記アクセスポイントに送信することをさ
らに備える、
　Ｃ９に記載の方法。
　［Ｃ１２］
　前記アクセスポイントによって、前記無線ネットワーク内の他のアクセスポイントに前
記ＥＤレベル設定要素を転送することをさらに備える、
　Ｃ１１に記載の方法。
　［Ｃ１３］
　前記ＥＤレベル設定要素は、第１のＥＤレベル設定要素であり、
　前記第２のノードを含む基本サービスセット（ＢＳＳ）内の全ノードを少なくとも２つ
のグループに分類することと、
　各グループに関する異なるＥＤしきいレベルを決定することと、
　前記ＢＳＳにサービスを提供するアクセスポイントに各グループに関する前記異なるＥ
Ｄしきいレベルを示す第２のＥＤレベル設定要素をシグナリングすることと、さらに備え
る、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１４］
　前記第２のノードを含む前記ＢＳＳ内の全ノードを少なくとも２つのグループに分類す
ることは、
　前記ＢＳＳ内の各ノードに関して、前記ノードの性能メトリックがしきい値を超えるか
どうかを決定すること、ここにおいて、前記性能メトリックは、前記ノードのスループッ
ト、前記ノードのパケット誤り率、アクセス遅延、再試行率、パケットレイテンシー、前
記ノードとサービスを提供するアクセスポイントとの間の信号強度のうちの少なくとも１
つを含む、と、
　前記しきい値を超える前記性能メトリックを有する各ノードを第１のグループに分類す
ることと、
　前記しきい値を下回る前記性能メトリックを有する各ノードを第２のグループに分類す
ることと、をさらに備える、
　Ｃ１３に記載の方法。
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　［Ｃ１５］
　前記ＢＳＳ内の全ノードを分類することは、
　前記無線ネットワーク内の全アクセスポイント間での共通の取り決めに基づいて前記Ｂ
ＳＳ内の各ノードを分類すること、をさらに備える、
　Ｃ１４に記載の方法。
　［Ｃ１６］
　前記ノードの前記グループに基づいて前記ノードの各々に専用リソースを割り振ること
、ここにおいて、前記専用リソースは、前記無線ネットワーク内の全アクセスポイント間
での共通の取り決めに基づいて割り振られる、と、
　前記グループに関するＥＤレベル設定要素を介して前記グループに前記専用リソースを
シグナリングすることと、をさらに備える、
　Ｃ１３に記載の方法。
　［Ｃ１７］
　前記第１のノードによって、近隣ノードに関する干渉状態を決定すること、ここにおい
て、前記干渉状態は、近隣ノードが前記第１のノードの受信機に対する干渉物であるかど
うかを含む、と、
　前記干渉状態に少なくとも部分的に基づいて前記ＥＤしきいレベルに合わせて前記少な
くとも１つ近隣ノードの前記ＥＤしきいレベルを調整するために、前記第１のノードによ
って、前記近隣ノードのうちの少なくとも１つに前記ＥＤレベル設定要素を送信すること
と、をさらに備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１８］
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のためのデバイスであって、
　無線ネットワークの第１のノードのメトリックに少なくとも部分的に基づいて前記第１
のノードに関するエネルギー検出（ＥＤ）しきいレベルを決定するためのＥＤレベル決定
ユニットと、
　前記決定されたＥＤしきいレベルを示すＥＤレベル設定要素をシグナリングするための
送信機と、を備える、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のためのデバイス。
　［Ｃ１９］
　前記無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノードのＥＤレベル調
整能力をシグナリングするための前記送信機をさらに備える、
　Ｃ１８に記載のデバイス。
　［Ｃ２０］
　ノードのグループに関するＥＤしきいレベルを決定するための前記ＥＤレベル決定ユニ
ット、ここにおいて、前記第１のノードは、ノードの前記グループの一部である、と、
　ノードの前記グループを特定するグループインジケータをさらに備える前記ＥＤレベル
設定要素をシグナリングするための前記送信機と、をさらに備える、
　Ｃ１８に記載のデバイス。
　［Ｃ２１］
　前記決定されたＥＤしきいレベルに合わせてのＥＤレベル調整を実行するためのタイム
スケジュールを決定するためのスケジューラ、ここにおいて、前記タイムスケジュールは
、単一の時間ウィンドウ開始時間と単一の時間ウィンドウ継続時間または周期的な時間ウ
ィンドウ開始時間、周期的な時間ウィンドウ継続時間、期間、および期間の数のいずれか
を特定する、と、
　前記タイムスケジュールをシグナリングするための前記送信機と、をさらに備える、
　Ｃ１８に記載のデバイス。
　［Ｃ２２］
　前記第１のノードからの地理上の半径および前記第１のノードからのホップカウントし
きい値のうちの１つを決定するための範囲検出器、ここにおいて、前記範囲しきい値内に
ある追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように命令される、と、
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　ユニキャストまたはマルチキャストフレーム内で受信された前記ＥＤレベル設定要素に
応答してブロードキャスト無視継続時間の間ブロードキャストフレーム内の前記ＥＤレベ
ル設定要素を無視するように前記第１のノードに命令する前記ブロードキャスト無視継続
時間を決定するためのスケジューラと、
　前記ブロードキャスト無視継続時間および前記範囲しきい値を送信するための前記送信
機と、

　前記無線ネットワーク内の他のノードからメトリックを収集し、前記メトリックを解析
し、および前記ＥＤレベル決定ユニットに前記メトリックを提供するためのメトリック解
析器と、
　前記メトリックに少なくとも部分的に基づいて前記ＥＤしきいレベルをさらに決定する
ための前記ＥＤレベル決定ユニットと、をさらに備える、
　Ｃ１８に記載のデバイス。
　［Ｃ２３］
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的通信状態にあるメモリと、
　前記メモリに格納された命令と、を備え、ここにおいて、前記命令は、
　メトリックに少なくとも部分的に基づいて無線ネットワークのノードに関するエネルギ
ー検出（ＥＤ）しきいレベルを決定し、および、
　前記決定されたＥＤしきいレベルを示すＥＤレベル設定要素をシグナリングするために
前記プロセッサによって実行可能である、Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための装置。
　［Ｃ２４］
　前記命令は、
　前記無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードにＥＤレベル調整能力をシグナリン
グするために前記プロセッサによって実行可能である、
　Ｃ２３に記載の装置。
　［Ｃ２５］
　前記命令は、
　範囲しきい値をシグナリングするために前記プロセッサによって実行可能であり、ここ
おいて、前記範囲しきい値内にある追加のノードは、前記ＥＤしきいレベルに従うように
命令され、ここにおいて、前記範囲しきい値は、
　前記第１のノードからの地理上の半径、および、
　前記第１のノードからのホップカウントしきい値、
のうちの１つまたは両方を特定する、
　Ｃ２３に記載の装置。
　［Ｃ２６］
　前記命令は、
　前記無線ネットワークのアクセスポイントのすべてのサービスが提供されるノードに関
する共通のＥＤしきいレベルを調整するように前記アクセスポイントに命令する前記ＥＤ
レベル設定要素を前記アクセスポイントにシグナリングするために前記プロセッサによっ
て実行可能である、
　Ｃ２３に記載の装置。
　［Ｃ２７］
　Ｗｉ－Ｆｉワイヤレス通信のための方法であって、
　第１のノードによって、無線ネットワーク内の１つまたは複数のノードに前記第１のノ
ードのエネルギー検出（ＥＤ）レベル調整能力をシグナリングすることを備える、Ｗｉ－
Ｆｉワイヤレス通信のための方法。
　［Ｃ２８］
　前記第１のノードによって、共通のＥＤしきいレベルを特定する第１のＥＤレベル設定
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要素を受信することと、
　前記第１のノードによって、前記共通のＥＤしきいレベルに合わせてＥＤしきいレベル
を調整することと、をさらに備える、
　Ｃ２７に記載の方法。
　［Ｃ２９］
　前記共通のＥＤしきいレベルが適用される範囲しきい値を決定することと、
　前記第１のノードが前記範囲しきい値内にあるかどうかを決定することと、をさらに備
え、
　ここにおいて、前記共通のＥＤしきいレベルに合わせて前記ＥＤしきいレベルを調整す
ることは、前記第１のノードが前記範囲しきい値内にあるとの前記決定に基づく、
　Ｃ２８に記載の方法。
　［Ｃ３０］
　前記第１のＥＤレベル設定要素からブロードキャスト無視継続時間を決定することをさ
らに備え、ここにおいて、前記ブロードキャスト無視継続時間は、前記ブロードキャスト
無視継続時間中に前記第１のノードにおいて受信されるブロードキャストフレーム内の第
２のＥＤレベル設定要素を無視するように前記第１のノードに命令する、
　Ｃ２８に記載の方法。
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